
対応力強化のための組織新設 
・児童家庭支援センターの新設 
・「子ども家庭総合支援拠点」の設置、「子育て世代

包括支援センター」との一体的な運用 

・「子ども家庭総合支援拠点」を早期に設置 

・県における児相の分散配置などの検討 
・一時保護所の改修 

  

関係機関との連携強化 
〈児相と市の連携〉 〈児相と市の連携〉 
・乳幼児健診が未受診で児童の状況が確認できない

場合は、市町村内の各部門連携をはじめ、要対協に

おいて児相や関係機関と連携して対応 

・個々の事例に市が主体的に対応する努力をする 
・市にできること・児相のみにできることを整理し、

主担当機関の判断が客観的な指標とともに行われ

る連携体制を構築 
〈警察と児相の連携〉 〈警察と市の連携〉 
・虐待通告・相談は、緊急性、重篤性等を勘案し、

必要な事案を警察と全件情報共有 
・迷子の取扱いはケースに応じたルールを検討 

・虐待兆候を把握した場合、初期段階から警察との

緊密な連携を基本とした対応をする 

〈医療機関や教育機関等と児相の連携〉 〈医療機関と市の連携〉 
・医療機関、保育所、学校等から情報提供がなされ

るよう周知、「何を見守るか」「どのような事態にな

ったら連絡するか」等、見守り内容を明確化する 

・医療機関に対して虐待通告窓口を周知 
・実務者会議や個別ケース検討会議に医師会や医療

機関の出席を要請する等、連携の仕組みを検討 
  〈他事業所・他部署と市の連携〉 
  ・児童家庭支援センター・障害施策に関わる部署・

相談支援事業所・障害児通所支援事業所・障害福祉

サービス事業所と連携 
〈連携時の注意点〉 〈連携時の注意点〉 
・転居時は「対面での」引継ぎをルール化する、会

議に転居元職員が出席するなど、相互確認および情

報や危機感の共有を徹底する 

・リスクの捉え方には温度差が生じることを前提と

して、転居の際の情報共有は対面での引継ぎをルー

ル化するなど、必要な情報を丁寧に伝える 
要対協の機能強化 
・県や児相主導で市町村の要対協強化に取り組む 
・要対協の調整機関は、関係機関の役割分担・支援

状況の管理や評価を行うことを徹底 
・会議で決定した事項についての記録を共有 

・個別ケース検討会議、代表者会議、実務者会議の

機能を整理、要対協三層構造の機能強化 
・児相や警察のほか、医師会や医療機関、学校、保

育園などの出席を要請、情報共有に努める 
・協議内容と次回開催日を記録した議事録を共有 

市民に対する広報・啓発の充実 
・「子ども家庭総合支援拠点」の設置と周知 
・児童相談所虐待対応ダイヤル「189」の周知 
・児童家庭支援センターの周知 

・「子ども家庭総合支援拠点」の設置、広報や SNS
を活用した周知・啓発 
・児童相談所虐待対応ダイヤル「189」の周知 
・保護者・地域・支援者向けの研修や講演会を開催 
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（（６６））おおわわりりにに 
本事例では、4 度にも及ぶ夜間保護があり、多機関が親子に関わっていたにもかかわらず、痛ましい事件

に至ってしまった。表 2 でまとめたように、鹿児島県の検証報告書や出水市の提言書では「組織内や関係機

関との連携」「組織新設や職員研修による対応力強化」「要対協の機能強化によるケース管理・評価」「市民に

対する広報・啓発」といった観点から具体的な再発防止策が提唱されている。また、「適切なアセスメントの

実施」についても触れられており、親の生育歴や妊娠・転居・家族形態の変化などの兆候を的確に捉えるこ

との重要性を指摘している。そこでここでは最後に、本事例で公表されている事実から、筆者が着目した点

についてまとめる。 
 まず、度重なる夜間保護は本事例にとってキーポイントと言えるだろう。本児は約 2 週間で 4 回夜間保護

されていた。実母の発言からは母方祖母によるサポートもあったようだが、夜間に幼児が一人で外を歩いて

いる事態からは保護者が十分に監護できていなかったことがうかがえる。未婚のまま若年で本児を産み育て

ていた、この母と子の生活はどのようなものだったのだろうか。厚生労働省が発出している「子ども虐待対

応の手引き」では、養育環境のリスク要因として「家庭の経済的困窮と社会的な孤立が大きく影響している」

と述べられている。社会的孤立は、親が育児の知識や社会資源に関する情報にアクセスできず、育児不安や

生活ストレスをため込む危険性に繋がる。また、夜間保護が短期間で複数回生じていることから、この期間、

母子に何らかの事情があった可能性も考えられる。虐待の有無に限らず、育児支援の視点からみても、17 歳

という若年で未婚のまま出産し養育していることにも配慮し、「親子が 1 日をどのように暮らしているか」

を考え、支援を検討する必要があったのではないだろうか。さらに、保護された本児の「ママはいじめるか

らイヤ」といった発言もあり、保護やレスパイトの際に子どもへのアプローチを試みることで、母子の関係

性を多角的に捉える手掛かりを得ることができたかもしれない。 
 次に、実母の妊娠や家族形態の変化である。本事例は母子家庭であり、実母は妊娠による体調変化を抱え

ながら、家事育児や仕事を担っていたと考えられる。また、一般に、次子の妊娠・出産（誕生）は、その親

や長子に心的影響や葛藤を与えうるものとされている。深澤・岩立（2013）は、母親の妊娠から次子の誕生

前後における長子の状態を「葛藤状態」とし、「それまでの長子の存在を突然おびやかし、長子にとって予測

し難い不安や不快感情を引き起こす要因となる」と指摘している。母親にとっても次子の誕生は「長子に対

する親の養育態度を力動的に変化させる」ものであり（天冨、1984）、母親において次子の妊娠～誕生が「上

の子との関係性を維持しながら、お腹の子との愛着を深めることの葛藤」を生じさせうるものであると考え

られる。 
さらに、本事例では、実母の交際相手 X との同居も重なっており、X にとっては相手の連れ子である本児

の子育てに戸惑いを覚えていたとしても不思議はない。母子と X はそれぞれ、この新しい家族の形の構築を

どう感じていただろうか。各々が上述したような心身の負担や葛藤を抱えながら「家族」を構築する過程に

あったことが推測される。 
転居も虐待リスクにつながる可能性のあるイベントと言える。転居により、家族は新たな環境に適応し、

生活を整えなければならない。これまで活用していた社会資源が途切れ、養育環境のリスク要因として上述

した「社会的孤立」が生じる危険性もはらんでいる。本児においては転居前から保育園にほとんど通園して

いなかったが、転居以降は保育園に所属しないままであり、事件直前に市職員が家庭訪問した翌日、入所手

続きに至ったようである。 
以上、3 つの着目点を取り上げたが、虐待リスクのある家族のアセスメントや支援において大切なのは、

家族に関わった者が気付いた事柄から「この家族はどんな暮らしをしているのか」「どんな思いを抱えている

のか」と想像を働かせることではないだろうか。出﨑（2021）は「アセスメントは客観的事実を知るための
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ものではなく、患者との二人称的交流を通じて、その人が豊かに感じ、逞しく物事を考えている姿を照らし

出そうとする営み」であり、「患者の心を可能な限り、深く受け止めようとすることなしに、その人を対象化

し概念的枠組みのなかに入れ込むような姿勢に傾けば、それは援助目標に達しないどころか、ラポールの形

成上の弊害ともなろう」と述べている。この論考は医療現場において心理職が求められるアセスメントにつ

いて述べたものであり、児童福祉の現場での考えとは異なる側面もあると思われる。子どもの命の危機に対

する緊急的な対応が求められる児童福祉の現場では客観的事実の把握が重要なのは言うまでもなく、「虐待

リスクの程度」や「リスク要因の有無」といった概念的枠組みによる把握は、状況を冷静かつ効率的に分析

し、複数の支援者で情報を共有する際に不可欠であろう。しかし、出﨑（2021）が述べているように、支援

のためのアセスメントの本質は、支援者が家族の生きている“現実”を想像し、その“現実”を生きる大変

さを受け止めようと試みながら関わり、その家族にとって必要な支援の在り方を模索することではないだろ

うか。アセスメントの重要性が叫ばれ、「アセスメント」という言葉が多用される今こそ、その本質を見失わ

ずにいることが求められているように思われる。 
（竹下 由茉） 
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９９．．大大田田区区33歳歳女女児児放放置置死死事事件件（（東東京京都都  22002200年年）） 
 
（（１１））事事例例概概要要 
 2020 年（令和 2 年）6 月、東京都大田区のワンルームマンションで、死後 2、3 日経過した 3 歳女児（以

下、本児）の遺体がマットレスの上で発見された。司法解剖の結果、死因は高度脱水症及び飢餓によるもの

とされた。母（24 歳）が本児を一人自宅に残し、一定量の食べ物や飲み物を置いた上で、本児のいる洋室の

扉を締めてソファで押さえて固定し、玄関ドアを施錠した上で鹿児島市内の交際男性のところへ遊びに行っ

たもので、8 日後に帰宅した際、本児が亡くなっていることに気づいて通報した。本児は発見当時、極端に

やせた状態ではなく、目立った外傷はなかったが、部屋の中には空きペットボトルや菓子の袋が散乱してい

た。 
母は保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕され、裁判員裁判で懲役 8 年の実刑が言い渡された（求刑は懲役 11

年）。弁護側は「被告が幼少期に受けた虐待の影響を過小評価した」として高裁に控訴したが、棄却された。 
 
（（２２））家家族族のの状状況況 
１１）） 母母（（事事件件当当時時2244歳歳））ににつついいてて  

本児の実母。母は宮崎県出身。生まれてすぐに乳児院に預けられて施設で生活し、就学を機に家庭引き取

りとなった。しかし、祖母（母の実母）から激しい暴力を受けたり、「お前は私の言うことだけ聞いていれば

いいんだよ」など罵られていた。口答えすると、口を針で刺されたり、ゴミ袋に入れられて風呂場に投げら

れたりしていた。食事も満足に与えてもらえず、風呂場の浴槽の水を飲んで飢えをしのいだこともあったと

いう（2022.2.22 読売新聞）。その後も祖母とその夫からの壮絶な虐待は続き、小学 2 年の頃に児童相談所に

保護され、高校卒業まで児童養護施設で生活する。母は当時の心境を「怒らせないようにいつも相手に合わ

せ、笑っていた。息苦しかった」と言う（2022.2.22 読売新聞）。「職員、子どもたち、周りのみんなが、虐待

をした母と一緒に見えて、顔色を伺い、本心は言わずに、常に笑っていた」と言い、「カウンセリングを受け

た経験はあったが、その際も自分の虐待の経験については言わなかった」と裁判の中で話した（2022.2.6 JNN
ニュース）。 
高校ではバレーボール部の主将を務めており、自身が受けた虐待などについて話すことはなく、同級生の

一人は「底抜けに明るくて、養護施設で育ったことを気に病んでいる様子はなかった」と話す（2020.7.15 読

売新聞）。卒業後は上京し、本児出産後に、本児の実父と結婚する。本児が 1 歳になる前に離婚して母子家庭

となり、居酒屋で働きながら本児を養育していた。母が鹿児島県に出かけて出会っていた男性は、居酒屋の

元同僚だった。 
母は、明るくて人見知りしない性格（2020.7.9 朝日新聞）との記載もあるが、裁判の中で弁護側は母の特

性について「未成年のうち大半を施設で暮らし、愛されて育つ経験ができず、また母親（本児の母方祖母）

から壮絶な虐待を受けたことで心に深い傷を負った」ことにより、母には「解離的自己状態」「強い愛情欲求」

「断れない心理」が培われたという（2022.2.1 文春オンライン）。 
 
２２）） 本本児児（（事事件件当当時時33歳歳66かか月月））ににつついいてて  

 母は、本児の妊娠後に大田区を離れ、本児は転居先で出生している。（本児 1 歳前に）父母が離婚すると、

本児は母に連れられて大田区に戻り、母子での生活となったと考えられる。本児の発育や日常の様子は明ら

かではないが、自宅近くのコンビニでは、母に連れられた本児が目撃されていて、「ママ、ママ」とくっつい

て離れない姿が確認されている（2022.1.27 文春オンライン）。 
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 1 歳半健診は受診しているが、詳細は明らかにされておらず、発達上の課題などがあったのか否かも不明

である。また、1 歳 9 か月頃（2018 年の夏から秋にかけて）、保育所に入所しているが、2019 年 1 月を最後

に登園をやめ、3 月末で退園している。保育所での様子も不明である。退園の理由について、母は「給与が

少なく保育園料の支払いが足りないっていうのと怪我が多くて……」と説明している（2022.1.30 文春オン

ライン）。なお、3 歳児健診は未受診であった。 
 
３３）） 実実父父（（年年齢齢不不詳詳））ににつついいてて  

 公判の場に証人として出廷した父は、以下のような証言をしている。 
 父は自動車関係の仕事をしていて、母とはラーメン屋で知り合い、交際を始めたとのこと。父は避妊を嫌

い「妊娠したらお金を払って堕ろせばいい」との考えで、母も避妊してほしいと言ったことはなかったとい

う。その結果、妊娠したが、中絶可能な時期は過ぎてしまい、本児が誕生した。そして、出産翌月に父母は

結婚している。本児が 1 歳になる前に離婚しているが、父は離婚原因について「自分にあった。暴力や暴言

です」と述べている。なお、父は離婚後も定期的に生活費を渡していたが、母が鹿児島に行っていたことは

知らなかったとのこと。本児が死亡した日、警察から「母の様子を見てほしい」と頼まれ、ホテルで 2 人で

過ごしていたとのこと（2022.1.30 文春オンライン）。 
 
４４）） 母母方方祖祖母母（（推推定定4411歳歳））ににつついいてて（（公公判判でで読読みみ上上げげらられれたた祖祖母母のの供供述述等等かからら））  

 祖母がまだ高校生だった 17 歳の時、未婚のまま本児の母を出産している。経済的にも力がなかったこと

等から、母を乳児院に預け、母が就学を迎えた時期（推定 23 歳の頃）に、同居していた夫とともに母を引き

取っている。自宅には母の弟もいたとのこと。 
 引き取ってみると、母が人の家に勝手に上がり込んで、「お父さんとお母さんはいない」「ご飯を食べさせ

てもらってない」などと嘘を言ってご飯を食べさせてもらっていたことがわかりショックを受けたという*24。

その後、母の顔を殴るなど頻繁に暴力を振るうようになった。 
 母が小学 2 年の夏休み、台所のお菓子を食べ散らかしていたとして、頭や顔を手で何度も殴り、夫から「言

うことを聞かんのやったら、縛ればいい」と言われ、正座させた上で母の手や膝をガムテープで縛った。ま

た、その場でおしっこやうんちをされて部屋を汚されるのを嫌い、縛ったままゴミ袋に入れて数日間そのま

まにしたという。その結果、祖母とその夫は、傷害及び保護責任者遺棄などで逮捕されている。事件後、祖

母は夫と離婚している。 
 

 
*24なお、本件もしくはそれに類似する出来事を、近隣住民が事件後の取材で話している。それによると、（当時 5 歳ぐらいに

見えた）母が県道脇に１人でたたずんでいたのを目にし、声をかけると「家の玄関のドアが閉まっていて入れない」と涙ぐみな

がら訴えたという。見かねた女性が連れ帰っておにぎりを与えると、母はうれしそうに頬張ったとのこと。 
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（（３３））事事件件のの経経過過 
１１）） 本本児児がが誕誕生生ししてて事事件件がが発発覚覚すするるままででのの経経過過  

アア．．本本児児のの誕誕生生  

2016 年、本児を妊娠した時は大田区に在住していた。大田区で妊娠届出書を提出し妊婦面接が行われ、

その場面では懸念を抱かれる様子は見られなかったようだ（2020，大田区における 3 歳女児死亡事例検証

報告書）。その後、正確な時期は不明だが妊娠中に他自治体に転居した。確認はできないが、本児の実父と

なる男性の元へ転出した可能性があろう。2016 年 11 月 30 日、本児誕生。「世界でたった一人の、華やか

な女性になって欲しい」という思いが込められ名づけられた（2022.2.22 読売新聞）。本児が出生した翌月

に父母結婚。本児が乳児期には母は子育て日記をつけており、歯が生え始めた時のことや、ハイハイを始

めた様子などを記録していた（2022.2.22 読売新聞）。 
2017 年 7 月、夫の暴力が理由で父母は離婚。その後、他自治体より大田区に戻り、事件発生場所となっ

たマンションに引っ越してくる。母は居酒屋で働きながらひとり親として本児を育てることとなった

（2020.7.8、7.9 朝日新聞 2022.1.28 読売新聞）。 
 

イイ．．母母子子のの暮暮ららしし  

2018 年になり、1 歳半健診を受診。夏頃（1 歳 9 か月頃）より大田区内の認証保育園25に通っていた

（2020.10.21 毎日新聞）。秋頃より母が本児を残して友人らと外出を繰り返すようになる（2022.2.22 読売

新聞）。2019 年に入り、1 月より保育園に行かなくなると同時に母が本児を残して友人らと遊びに行く頻

度が増える（2022.1.28 読売新聞）。 
2019 年 3 月（本児 2 歳）、通園半年に満たずして認証保育園を辞める。保育園は一般的には働く親には

欠かせない場所であり、周囲に子どもを見てくれる人がいなかった母にとっては必須のものであったはず

だが、経済的負担と怪我が多いことを理由に退園させた。自宅に本児を置いて仕事に出かけ、勤務後に友

人と飲食したりパチンコに行ったりして帰宅が未明になることもあった。居酒屋の同僚だった女性は、母

と 4 回ほど飲みに行ったことがあり、時には女性宅や別の同僚宅で飲んでそのまま泊り、昼過ぎに帰って

 
25東京都独自の保育制度であり、国の基準で設置されている認可保育所だけでは応えきれてないニーズに対応するための施

策。自治体を通しての契約ではなく、保護者と認証保育所との直接契約により保育が行われている。 
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いったこともあったという。「きょうだいと一緒に住んでいると聞いていた。事件になって初めて子どもが

いることを知った」という（2020.7.9 朝日新聞）。一方、地元高校の同級生への取材では「（本児）ちゃん、

（本児）ちゃんと言ってあんなかわいがっていたのに」「育児の悩みも聞いたことがない」という言葉もあ

った（2020.7.9 朝日新聞）。外では明るく楽しそうに生活を送る一方、家では母一人子一人の生活もあり、

当時の母はどんなことを思いながら生活を送っていたのだろうか。 
2019 年 12 月 16 日（本児 3 歳）、3 歳児健診が予定されていたが未受診。予備日として 1 月にも受診機

会があったが未受診であった。 
 
ウウ．．鹿鹿児児島島旅旅行行そそのの１１  

2020 年 5 月、交際相手が鹿児島県に引っ越すのを見送る。その際に鹿児島県に旅行することを決意（裁

判で検察が主張）（2022.1.27 読売新聞）。 
2020 年 5 月 8 日～11 日、交際相手とみられる知人男性に会いに母が鹿児島県へ行く。記事によると、

鹿児島県から戻ったとき、本児は寝ており、母は本児をぎゅっと抱きしめ、「こんなママでごめん、ほんと

にごめんね」と泣き、本児も泣いていたという。とはいえ、この頃、本児を一人置いて出かけることは、

決して珍しいことではなかった（2022.1.30 文春オンライン）。 
2020 年 5 月 11 日（本児 3 歳）、区の担当者が母子宅を訪問、電話もしたが接触できず。昨年末の未受

診から 2 回母子に接触を試みたが連絡がつかなかった。 
2020 年 5～6 月の間、警視庁によると、母子宅の玄関付近の防犯カメラの記録から、事件までの約 1 か

月半の間に、本児の外出は 1 度のみ確認された。母一人での外出は何度も映っていた。同じマンションに

住む男性は「2 人で一緒にいるところを見たことはなく、女の子は今年に入ってから一度も見ていない」

と話す（2020.7.8 朝日新聞）。 
 
エエ．．鹿鹿児児島島旅旅行行そそのの２２  

2020 年 6 月 5 日、母は、最初の鹿児島県行きで涙を流していながら、再び本児を置き去りにして鹿児

島県へ行く。母子はマンションの 1 階の 1DK に住んでいたが、（外出できないように考えたのか）居間の

ドアをソファで塞ぎ開けられないようにしており、包丁などに触れないように台所の出入り口に物を置い

て通れなくし、熱中症予防でエアコンもつけていた。また、母はこの時の状況について、後の公判で次の

ように説明していた。「鹿児島に行く前、寝室にお菓子やパン、ペットボトルの水を残し、二重におむつを

はかせた」「（幼少期の母自身は）何とか自力でお風呂場の水を飲むっていうぐらいだったので、それは嫌

だったので、食べてほしいっていう思いがあったので（お菓子と水を）いっぱい置きました」。なお、この

時期は新型コロナウイルス第一波の緊急事態宣言（4/7～5/25）が解除された直後であったが、母が勤務す

る居酒屋は、その影響で休業中であった。 
鹿児島県では交際相手宅ではなくビジネスホテルに宿泊していた（2020.7.9 読売）。交際相手は母が勤

務する居酒屋の元同僚で母に子どもがいることは知らなかった（2020.7.8 読売）。 
 
２２）） 事事件件発発覚覚時時のの状状況況  

2020 年 6 月 13 日 15 時過ぎ、実母が 8 日ぶりに帰宅。当初は、「1 回目と同じで、寝ているんだな」と思

って荷物を片付けていた。しかし一向に起きてくる気配もなく、近づいたところ異変に気づき、15 時 50 分

過ぎ、119 番通報し本児は病院に搬送されたが死亡が確認された。死因は飢餓と高度の脱水、体重は 3 歳の

平均より 3 キロ軽い約 11 キロであった。極度なやせは見られず目立った外傷もなかったが、下半身がただ
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れていた。汚れたおむつをつけっぱなしにしていたためとみられるが、本児は搬送時、新しいおむつを履い

ていた。居間には菓子パンの空き袋や空のペットボトル数本などゴミが散乱していた。 
 
３３）） 事事件件発発覚覚後後かからら裁裁判判のの結結審審ままででのの経経過過  

アア．．最最初初のの供供述述  

母は当初、逮捕前の任意の聴取に対し、「本児は通報の数日前から体調を崩し、おかゆを一口ぐらいしか

食べなくなった。マットに横たわり、何度もせきをして苦しそうだった」「新型コロナウイルスが怖くて病

院に連れて行けなかった」と虚偽の説明をしていた。この時、母の SNS からは交際相手とのやり取りが削

除されていた（2020.7.8 朝日新聞、7.9 読売新聞）。 
 
イイ．．母母のの自自殺殺未未遂遂    

2020 年 6 月 13 日事件発覚当日、警察の捜査で別室に待機していた母は自殺未遂を起こす（2022.2.16
東京新聞）。この時の自殺未遂について、第 2 回公判の午前中に証人出廷した実父は、本児が亡くなった

日、警察から「（母の）様子を見ていてほしい」と頼まれ、ホテルで母とともに過ごした。母本人が記憶の

ない部分を、父は、小さい声で、次のように語った。「風呂に入った時、なかなか出てこないので様子を見

に行ったら、（母は）服を着たまま湯船につかっていて、血のついた剃刀が置いてありました。その後『親

に電話するからひとりにしてほしい』と言われて、20 分ほど外に出ましたが、絶対何かあると思い、出か

けられないように、僕が彼女のサンダルを履いて外に出ました。でも戻ると部屋には誰もいなくて……」

（父の証言）。父からの通報を受けた警察がその後、裸足のまま、歩道橋の上に立っている母を発見した

（2022.1.30 文春オンライン）。翌 6 月 14 日母入院。7 月 7 日、母退院。母の退院を待って警視庁は保護

責任者遺棄致死の疑いで逮捕、発表した（2020.7.8 朝日新聞）。 
 
ウウ．．そそのの後後のの捜捜査査  

正確な時点は不明だが、最初の説明から一転し、その後の捜査で「子どもの面倒を見るのが大変で、リ

ラックスしたかった」と供述。7 月 9 日、警視庁は母を同容疑で送検。母は調べに対し、「死ぬとは思わな

かった」と話していた。鹿児島県に行ったことについては「育児に疲れ、リラックスしたかった」、「お茶

とお菓子をいっぱい置いていった」と話す。当時周囲には「同居の兄が子どもの面倒を見ている」と話し

ていたという。また、8 日間滞在したことについて「もっと早く帰りたかったが、飛行機が取れなかった」

と話していた。しかし、当初からこの期間の休みを勤務先に届けていた。また、ホテルの宿泊を自らすす

んで現地でさらに延長したと記事にはあったが（2020.7.11 朝日新聞）、生育過程の中で培われた母の「人

を信頼することができない」「相手に本心を伝えることができない」「相手の要求に過剰に応えようとする」

性格傾向を考えると本当の意味で“自らすすんで”行ったのかは定かではない。 
当時、高校からの友人への取材で友人は「あんなにかわいがっていたのに」と言う。実父は母や本児に

手を上げることもあったという。友人と出かける時にはいつも親子一緒で「育児の悩みも聞いたことがな

い」と話す。一方、母と一緒に何回か飲みに行ったことのある居酒屋の同僚は、「きょうだいと一緒に住ん

でいると聞いていた。事件になって初めて子どもがいることを知った」という（2020.7.9 朝日新聞）。母の

顔、子どもがいない女性の顔等周囲に見せていた顔は人によって違っていたようだ。 
7 月 22 日、東京地検が精神鑑定のための留置を東京地裁に請求し、認められた。7 月 22 日～9 月 28 日

の 2 か月弱の期間で、事件当日の母の精神状態や本児の生育環境などを専門医が調べることとなった。同

日、警視庁は事件 1 か月前の最初の鹿児島県行きについても、保護責任者遺棄容疑で追送検。母は逮捕後
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の調べで本児を死なせた容疑を認める。 
10 月 23 日、東京地検は母を保護責任者遺棄と同致死の罪で起訴。7 月から行われていた精神状態を調

べる鑑定留置の結果を踏まえ、刑事責任が問えると判断した。 
 
エエ．．初初公公判判  

2022 年 1 月 27 日、裁判員裁判の初公判が東京地裁で行われた。母は起訴内容を認めた。検察側は、旅

行に連れていくことや、知人に世話を頼むことなどをせずに放置したことを「必要な保護をせず身勝手だ」

と主張し、繰り返し置き去りにしていた常習性も指摘。弁護側は母が幼い頃に虐待を受けたことが影響し

ていると訴えた。旅行で会いに行っていた当時の交際相手が証人として出廷し、事件後に本児の存在を初

めて知り「びっくりした」と証言した。 
2022 年 2 月 1 日、母の裁判員裁判の論告求刑公判が東京地裁で行われた。検察は「交際相手に会いた

いという自己欲求を優先させ身勝手だ」として懲役 11 年を求刑。事件以前から本児を置き去りにして何

度も遊びに出かけていたことをふまえ「事件は偶発的ではなく常習的に育児放棄を繰り返す中で起きた」

と指摘した。弁護側は、母自身が幼少期に受けた虐待が影響しており、愛されたいという強い欲求が男性

に向いたと説明し、「懲役 5 年が相当」と求めた。母は最終意見陳述で「ごめんねという思いでいっぱいで

後悔しかない」と語った。裁判の中で、検察側に「子どもがいるから行けない、とは言えなかったのか」

と問われた実母は「言いたくても言葉が出なくて。自分でもなぜか分からない」と答えた（2022.2.22 読売

新聞）。 
 
オオ．．判判決決  

2022 年 2 月 9 日、裁判員裁判の判決公判が東京地裁であった。「悪質かつ身勝手な犯行でかけがえのな

い幼い命が奪われた」と懲役 8 年（求刑・懲役 11 年）の実刑判決を言い渡した。判決では、背景事情とし

て、母自身の「成育歴」と、置き去りを繰り返したことによる「慣れ」の二点が指摘された。母は、公判

の中で母自身が小学生の頃に両親から包丁で刺されたり風呂に沈められたりしたほか、体を縛られてゴミ

袋に入れられ食事もないまま数日間放置されるなどの虐待を受けたと明かした。母の両親は当時保護責任

者遺棄容疑などで逮捕されていた。判決では、虐待を受けた母がその後適切なケアを受けずに育ったこと

から①人を信頼できない、②相手に本心を伝えられない、③相手の要求に過剰に応えようとするなどの性

格傾向になったと指摘し、本児を自宅放置するという判断に「複雑に影響を及ぼしている」と認定した。

ただ、事件前から自宅放置を繰り返していたという「慣れの影響も大きい」とし、最終的には母自身が置

き去りを判断したとした。その上で「被告の成育歴は一定程度考慮されるべきだが、考慮の程度には限り

がある」と結論付けた。裁判長は本児について「最もそばにいて欲しかったであろう母親に助けを求めら

れず、一人衰弱していったつらさと苦しみは言葉にしがたい」と述べた。母はうつむいたまま判決を聞き、

途中裁判長の言葉に涙を流した。判決後は手錠と腰縄をつけられるとよろめき、退廷した（2020.2.21 朝

日新聞）。判決後に会見した裁判員の 20 代女性は「自分から支援を求められない人にこそ、支援が必要だ

と感じた。私たちにできることを考えなければならない」と話した。 
2023 年 2 月 24 日、弁護側は母が幼少期に受けた虐待の影響を過小評価したとして懲役 5 年が相当と控

訴していたが、東京高裁は一審東京地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。 
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（（４４））事事件件ががももたたららししたた影影響響 
１１）） 新新聞聞記記事事へへのの掲掲載載、、ココメメンントト  

2020 年 10 月 21 日、本事件を含め、子どもが置き去りにされ死亡する事件が続いたことから、朝日新聞

で“「孤育て」を救え”というタイトルで 3 回の連載が組まれた。その中で、当事者でもあり支援者でもある

人への取材を通して、子どもを家に置き去りにする背景に、頼る人のない孤独な状況で子育てを行わざるを

えない母たちの現状があることが浮彫にされた。 
10 月 24 日には、朝日新聞に 3 名の有識者のコメントが掲載された。川﨑二三彦（子どもの虹情報研修セ

ンター センター長 児童福祉）は「ちょっとした外出を繰り返し、大丈夫だと慣れてしまった結果ではな

いか。放置は短時間でも危険だと考えて欲しい」とし、子どもを預ける『ショートステイ』など行政サービ

スの利用促進を呼びかけた。和田一郎（花園大学 教授 児童福祉）は「ネグレクトは家庭の習慣との線引

きが難しく、親が言い逃れできる」とコメントした。本事件で事件直前に区役所職員が自宅を訪ねたが母子

に会えなかったことをうけ、「自治体職員が 2 回訪ねても会えない、または最初の訪問から 48 時間以内に子

どもの安全を確認できない場合は児童相談所に引き継ぐことを制度化」するように訴えた。才村純（東京通

信大学 教授 児童福祉）は、市区町村が対応する児童虐待事案が 5 年前から約 1.6 倍に増えていることを

受け、「職員数を人口に応じて法律で定め、任用資格の新設も検討すべきだ」と述べた。 
10 月 30 日、朝日新聞で 11 月の「児童虐待防止推進月間」を前に、コロナ禍で虐待が疑われる家庭に接触

しにくい状況を受け、どうすれば子どもを守れるのかをテーマに川松亮（明星大学 教授 児童福祉）にイ

ンタビューを行い特集記事が組まれた。インタビューでは、新型コロナウィルス感染症の流行により保育園

や学校が休みになり、親は在宅ワークになったり仕事が休業になったり親子が家にいて外の目が入りにくい

状況が起き、虐待が増えた可能性があるという。また、児童相談所と市区町村の連絡を密にすることで、行

政サービスにつながっていない事例を取りこぼさず、公的機関だけではなく児童館のような子育て支援施設

や食事支援を行っているような民間機関の力も充実させることの重要性が述べられた。 
年が変わり 2021 年 2 月 6 日、裁判を傍聴した TBS 報道局職員が『「ずっと一緒にいたかった」9 日間放

置され死亡した 3 歳児 法廷に立った 26 歳の母が背負う“虐待の連鎖”』というニュースを配信した。ニュ

ースの中では、母が受けた壮絶な被虐待歴と、施設での古いタイプの集団養育が強調された。また、裁判の

中で検察官とのやりとりを取り上げ、母が自分の行動を説明する際に「言えない」「笑っていればいい」とい

う言葉を何度も繰り返していたことが紹介された（2022.2.6TBS 系 JNN ニュース）。 
裁判が終了してから間もない 2022 年 2 月 22 日、読売新聞の東京夕刊に『虐待連鎖 消えた命 「自分も

母から」 地裁認定 3 歳放置死 有罪の母』というタイトルで大きく本事件が掲載された。記事には実母

が幼少期に虐待を受けていたことや、そんな母が本児を出産した当初は子育てを頑張っていた様子が書かれ

ていた。本事件の背景に壮絶な虐待の影響があり、世代間連鎖について大きく取り上げられた。 
 
２２）） 国国やや自自治治体体のの動動きき  

 2020 年 9 月、大田区は検証報告書「大田区における 3 歳女児死亡事例検証報告書―今後の取り組み及び

強化策に向けて―」を発出した。ただし、本検証は、大田区子育て世代包括支援センター連絡調整会議にお

いて行われており、メンバーは全て大田区の各行政機関の代表者であり、いわば内部検証と言っていい。 
 報告書の中では、本事例を「見えにくいもの」としてとらえ、そういった家庭にどう気づき、必要な支援

を届けられるのか検証が行われた。一般的に、1 歳半までは健診や予防接種などで母子と行政を始め外部機

関との接触機会は継続的にあるが、2 歳になると一気に減る。3 歳になり少ないながらも予防接種や健診の

機会が再びでてくるが、本事例では 2 歳に入り認証保育園を退園し、3 歳児健診も未受診ということから、
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この期間に行政との接触が断たれていた。報告書では、行政との接触機会等における課題及び対応策として、

妊婦面接時、転入時、認証保育所利用時、乳幼児健康診査時、乳幼児健康診査未来所時をあげ、各機会で対

応する際の感度を上げることや、養育状況を確実に把握するために、システムや機関連携を強化するなどの

対応策が盛り込まれていた。また、「行政から見えにくいものを把握するための方策」として、①子育て世代

包括支援センター機能を担う各課共通で用いることができる要支援家庭の判断基準を設け、区全体でリスク

検知の制度を高めることや、②各課が持つ様々なデータを集約するシステムを構築すること、③孤立しがち

な世帯と地域の子育て支援団体等がつながる機会を提供することで行政だけでなく地域における複数の目に

よる見守り体制を築くことができるようにすることが挙げられていた。 
 さらに、母子保健機能を展開する子育て世代包括支援センター機能の強化策について、次の 6 点が挙げら

れた。①関係部署における情報を速やかに共有し、リスクを点で捉えるのではなく様々な情報をもとに線で

捉え、タイミングを失することなく支援を効果的に行っていくこと、②職員の人材育成として、対応する職

員一人ひとりが相手に寄り添いつつ変化を機敏に察知できる能力の開発を強化することや、アセスメントス

キルの向上としてマニュアルやチェックリストの見直し、外部研修等の機会の充実、③組織対応力の強化及

び関連部署との連携を強化し、要支援家庭を多面的に捉えリスク把握の精度を高め、機関連携のもと最適か

つ迅速な支援を展開していくこと、④特に産前産後の変化が多い時期に子育て支援事業の充実を図り、母親

の心身の安定を支えるとともに支援が必要な世帯が孤立しないようにすること、⑤虐待防止ネットワークの

強化として、保健と福祉の連携をさらに強化するとともに行政機関だけでなく民生委員・児童委員や医療機

関なども速やかに虐待通告できる体制を強化していくことや、警察との情報共有等に関する協定書を結び緊

密な連携を図ること、⑥地域における見守りの強化のために、虐待通告が告げ口ではなく相談の延長として

通告できるような周知とともに、体罰等によらない子育てについて一般区民に啓発を図っていくことが盛り

込まれた。さらに、外部有識者による付帯意見が加えられており、母がこのような養育状況に至った要因を

継続して分析することへの期待とともに、“問題のある”家庭に介入するよりも、母子が安心して子育てでき

る制度の充実化の必要性が述べられた。 
この検証のあり方については、厳しい批判の声もあった。もともと内部検証であることから、事例に対す

る区としての詳細な支援経過を把握した上で検証しているはずだが、公表された報告書には、関係機関のそ

うした支援経過はほとんど記載されていない。メディアの取材に対しても、質問はメールのみで受け付け、

回答もファクスとメールのみで行っており、たとえば、「区の対応と母子の関わりについて教えてほしい」と

いった問いに対しても、「事例の経過と対応状況を整理した上で検証しておりますが、個人情報の観点から公

表を控えております」などと回答されており（2020.10.21 毎日新聞）、詳細が明らかになっていない。12 月

21 日、朝日新聞では 2020 年に起きた出来事を回顧する特集で本事件が取り上げられた。事件の紹介をした

後、大田区が公開した報告書について、「中身を見てため息がでた」と記載されていた。「報告内容について

外部の有識者に評論してもらっていたものの、検証したのは保健所長やこども家庭部長など身内ばかり。焦

点もずれていて、主要テーマは『行政の目が届きにくい家庭への対応のあり方』。区の対応を検証する視点が

欠けていた」と批判し、評価は第三者に委ねるべきと評した。 
 こうした背景もふまえてのことか、有識者からも批判的なコメントがなされている。たとえば、小木曽宏

（東京経営短期大学 教授 児童福祉）は「報告書は対外的にまとめたにすぎず、喉元過ぎれば熱さを忘れる

という姿勢で、教訓を生かそうとする責任感は残念ながら感じられない」（2021.8.10 東京新聞）と指摘し、

鈴木秀洋（日大危機管理学部 准教授 児童福祉）も「これほど亡くなった児童に冷たい死亡事例検証報告

書を初めて見ました。この検証は、区議会やマスコミ向けの弁明書なのでしょうか。『大田区では命は守れ

なかった』と言っているようで、本児が浮かばれません」（2020.10.21 毎日新聞）などと手厳しい意見を残し
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ている。内部検証の限界なのかもしれず、今後の検証のあり方について問題提起されているとも感じられる。 
 
（（５５））事事件件かかららのの気気づづきき 
１１）） 孤孤育育てて――ネネググレレククトトのの重重ななりり  

 本事例は、ネグレクトが幾層にも重なって起きていた。本児は母にネグレクトされ、報道された情報から

だけであるが、父親は養育費を支払っていたとはいえ実際の子育ての中ではほとんど話題に出てこず、母が

訪れた鹿児島県にいた男性も、当時働いていた居酒屋のスタッフも本児の存在を知らなかった。また、保育

所も退所、行政機関も接触できず、母子が居住していた地域の中でこの母子とつながりを持っている機関は

なく、母は一人で子育て（孤育て）していた。検証報告書でこの母子を「見えにくいもの」として捉えてい

たように、この母子をネグレクトする連鎖が起きていた。母はなぜ本児をネグレクトしたのだろうか、周囲

のサポートが得られなかったのだろうか。自身の寂しさを埋めるために本児よりも男性と一緒にいることを

選んだのだろうか。周囲のサポートは母にとってわずらわしいものだったのだろうか。こういった事例に出

会うと、本当に誰も気づかなかったのか、誰が母子のサポーターになりえたのか考え込む。支援者は子ども

や家族の状態に対してアンテナを張り巡らせ、支援の必要性の有無を見定めるよう常日頃から感受性を高く

しておく必要がある。また、月並みの言葉だが母に子育てを押し付けず、社会で子どもを育てる風土、文化

の醸成がない限り、こういった事件はなくならない。 
別の側面からネグレクトを考えると、母が本児をネグレクトした背景には、abuse を避けるためという視

点もあるかもしれない。鷲山（2022）は、abuse しないためにネグレクトをするケースがあるという。目の

前の現実に向き合い難く、ネグレクトの背景には日常的に解離が起きていたかもしれない。本事件では、新

聞報道等の情報だけになるが、子どもの身体には目立つ外傷はなかったという。死亡という最悪の事態に至

ってしまった事実は変えることができないが、母は本児をネグレクトすることで、いないものとすることで

本児に直接危害を加えることを避けていたのかもしれない、もしくは手をあげることすらも意識に上らなか

ったかもしれない。 
ネグレクトは子どもの世話をしないことだけでなく、否認、無視、拒絶という心理的なネグレクトも同時

に起きる。それは子どもだけでなく母をより一層孤立化させる。母子ともにネグレクトされた結果、その顛

末は一番小さな子どもが亡くなるという最悪のものになった。 
 
２２）） 社社会会的的養養護護でで育育つつ子子どどももにに必必要要ななこことと――つつななががりり続続けけるるここととのの大大事事ささ  

特に社会的養護経験者の場合、施設を退所した後にもつながり続ける人、困った時に頼りたいと思う人が

どれだけいるかが大事になってくる。母は上京した後、また子どもを産んだ時など、施設にいた時の職員に

話していただろうか。少なくとも新聞報道からは、当時宮崎県にいた時の友人の話題はでたが、施設職員を

始め支援者の存在は浮かんでこなかった。家族とのつながりを作ることが難しい社会的養護経験者だからこ

そ、退所後もつながることができる人や場所が求められる。もちろん、誰と（どこと）つながるかは子ども

自身が決めることであり、施設職員だけがサポーターになりえるということではないが、退所後のつながり

は入所中のケアから連続しているものであり、生活を共にした施設職員こそが担えるともいえる。退所後、

困った時に（困ったという認識が持てること自体が困難なこともあるかもしれないが）ふと施設が、職員が

思い浮かぶ存在となっていたい。しかし、実際には施設とつながることをためらう人もいるだろう。昨今、

社会的養護経験者の退所後を支援している機関や団体も増えてきており、そういった機関を実際に利用でき

るようにさらなる充実化が求められる。もちろん、人や機関に頼ることのできる力―受援力を育てることも、

社会的養護に携わる支援者の使命である。 
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３３）） 子子どどもも時時代代のの体体験験のの重重要要性性――世世代代間間連連鎖鎖をを起起ここささなないいたためめにに  

 今回の事件は、裁判の中で母の幼少期に受けた壮絶な被虐待経験が一定程度考慮された判決となった。精

神鑑定では母自身の被虐待体験のケアが十分にされていなかったことが本事件の発生に影響を及ぼしたと指

摘されたことはすでに述べた。事件を表面的に見ると“子どもよりも男を優先した母”と捉えられがちである

が、その母の成育歴をたどると、母が壮絶な虐待を受けていたことに心を痛める人が大半であろう。 
近年、小児期の逆境体験（ACEs；Adverse childhood experiences；Felliti,1998）が成人期の健康・生き

方に影響を及ぼすことが言われている。同時に、小児期の保護的・補償的体験（PACEs；Protective and 
Compensatory Experiences；Moris,2023）の重要性も謳われており、保護的・補償的体験があることで逆

境体験の影響を緩和するといわれている。子ども時代の体験がのちの人生に大きな影響を与えることを再認

識できる概念である。 
世代間連鎖を起こさないためには、いかに子ども時代を豊かにするか、虐待を受けた子どもの回復にどれ

だけ手をかけるかが肝になってくる。私たち支援者は、目の前にいる子どもたちが大人になり自分の人生を

主体的に歩むことを、また適切なパートナーと出会い、家族を持ったときに自分の子どもを虐待しないよう

に、つまり長期予後を見据えて、目の前にいる子どもを育み、支援することを今一度心に留めたい。 
（南山今日子） 
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事件の年表 

 年 月 日 年齢 出来事 

2016   大田区で妊娠届提出。その後妊娠中に他地域に転居。 
2016 11 月 30 日 0 か月 本児誕生 
2016 12 月 0 か月 出産翌月に父母結婚。 

2017 7 月  父母離婚。当時のマンション（大田区）に引っ越してくる。居酒屋で働き

ながら本児を育てる。 

2018  1 歳 
6 か月 

1 歳半健診受診 

2018  1 歳 
9 か月 

大田区内の認証保育園に通い始める。 

2018 秋  母が本児を残して友人らと外出を繰り返すようになる。 

2019 1 月  保育園に行かなくなる。母が本児を残して友人らと遊びに行く頻度が増え

る。 

2019 3 月 2 歳 認証保育園を辞める。自宅に本児を置いて仕事に出かけるようになる。 

2019 12 月 16 日 3 歳 
3 歳児健診が予定されたが未受診。予備日として 1 月にも受診機会があっ

たが未受診。 

2020 5 月  交際相手が鹿児島県に引っ越すのを見送る。 

2020 5 月 11 日 3 歳 
区の担当者が母子宅を訪問、電話もしたが接触できず。昨年末の未受診か

ら 2 回母子に接触を試みたが連絡がつかなかった。 

2020 
5 月 8 日～11
日 

 当時の交際していた知人男性に会いに鹿児島県へ行く。 

2020 5～6 月  
警視庁によると、母子宅の玄関付近の防犯カメラの記録から、事件までの

約 1 か月半の間に、本児の外出は 1 度のみ確認された。母一人での外出は

何度も映っていた。 

2020 
6 月 5 日～13
日 

 母が知人の男性に会いに鹿児島県へ行く。 

2020 6 月 13 日   
15 時過ぎ母が帰宅。15 時 50 分過ぎ母が 119 番通報し、本児は病院に搬

送されたが死亡が確認された。 

2020 6 月 13 日   警察の捜査で別室に待機中に母が自殺未遂。 
 6 月 14 日  母入院。 
2020 7 月 7 日  母退院。警視庁は母を保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕、発表。 
 7 月 9 日  警視庁は母を同容疑で送検 

 7 月 22 日  
東京地検が精神鑑定のための留置を東京地裁に請求し、認められた。7 月

22 日～9 月 28 日の 2 か月弱の期間で、事件当日の母の精神状態や本児の

生育環境などを専門医が調べることとなった。 
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 年 月 日 年齢 出来事 

 7 月 22 日  警視庁は1か月前に3日間本児を放置したことについて保護責任者遺棄容

疑で追送検。母は逮捕後の調べで本児を死なせた容疑を認める。 

 10 月 23 日  
東京地検は母を保護責任者遺棄と同致死の罪で起訴。7 月から行われてい

た精神状態を調べる鑑定留置の結果を踏まえ、刑事責任が問えると判断し

た。 

2022 1 月 27 日  裁判員裁判の初公判が東京地裁で行われた。母は起訴内容を認めた。 

2022 2 月 1 日  母の裁判員裁判の論告求刑公判が東京地裁であった。 

2022 2 月 9 日  
裁判員裁判の判決公判が東京地裁であった。「悪質かつ身勝手な犯行でか

けがえのない幼い命が奪われた」と懲役 8 年（求刑・懲役 11 年）の実刑

判決を言い渡した。 

2023 2 月 24 日  
弁護側は懲役 5 年が相当と控訴していたが、東京高裁は一審東京地裁の裁

判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。 
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ⅣⅣ..  ままととめめににかかええてて  ――国国のの死死亡亡事事例例のの検検証証報報告告書書をを俯俯瞰瞰すするる――  

 

１１．．ははじじめめにに：：「「児児童童虐虐待待重重大大事事例例のの分分析析（（22000000年年かからら22001100年年））」」ににつついいてて  

本研究は、子どもの虹情報研修センター（以下、センター）が 2010 年から 2 年間にわたって行った 「児

童虐待重大事例の分析」（平成 22 年度、平成 23 年度報告書、以下、「2000 年代研究」とする）に続くもの

である。そこで、この 2000 年代研究について改めて触れておきたい。 
2000 年代研究は、児童虐待防止法が制定された 2000 年から 2010 年までの間に虐待によって死亡した事

例の中で、社会的な反響が大きく、継続的に報道されるような重大事例を 24 事例取り上げて分析したもの

である。 
24 事例を選択した理由は、事件内容の悲惨さに加え、それまで一般に知られていた児童虐待の理解を超え

るような特異性があったり、援助機関の課題や問題点が露呈するなどの事情が認められたことによる。実際

にこれらの事例は児童虐待防止法施行以後 10 年間の施策展開に大きな影響を与えてきた。例えば 48 時間以

内の安全確認ルールであり、臨検・捜索制度の創設、長期欠席児童等にかかわる学校と児童福祉機関の連携

強化などである。  
また国は 2004 年の児童虐待防止法の改正で、新たに第 4 条第 5 項を設け、国及び地方公共団体の責務と

して、「児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行う」ことを明記した。これを

受け、厚生労働省社会保障審議会児童部会の下に「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」（以下、

専門委員会）が設置された。専門委員会では、様々な専門分野で構成される有識者が、継続的・定期的に全

国の児童虐待による死亡事例等を分析・検証し、全国の児童福祉関係者が認識すべき共通の課題とその対応

を取りまとめることを目的としたものである。 
また、2007 年の児童虐待防止法改正では、国及び地方公共団体に対して「児童虐待を受けた児童がその心

身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行う」こと、すなわち虐待による重大事例についての検証を地

方公共団体の責務とした。厚生労働省は、法改正後の 2008 年に、「地方公共団体における児童虐待による死

亡事例等の検証について」（雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を発出し、「検証の対象は、都道府県又は

市町村が関与していた虐待による死亡事例（心中を含む）全てを検証の対象とする」とし、「児童虐待を受け

た児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析」を行う責務が明記された。 
2000 年代研究で扱った 24 事例について、自治体の検証報告書が公開されているものについては、それを

踏まえながら分析を行っている。ただ、自治体がまとめた当時の検証報告書を見ると、関係諸機関の取り組

みの課題や問題点についての指摘はあっても、虐待発生の機序、家族背景や子どもの生育歴など、「この家族

で、なぜこのような虐待が起こったのか」といった視点での踏み込んだ分析は、総じて十分とは言い難いも

のだった。検証報告書に比べて、事件の報道記事やジャーナリストによる取材をもとにした著作物などから

の情報が豊富であったため、これらを可能な限り収集して、各事例についてどのような家族で、どのような

メカニズムで死亡に至ったのかなど可能な限り踏み込んだ分析を行うよう努めた。 
これらの事例は時の経過とともに社会から忘れられていく。2000 年代研究から 10 年を経過した現在、こ

れらの事例が記憶に残っている人は少なくなり、児童虐待に携わる支援者の間でさえ、忘れられつつある。

しかしこうした死亡事例は社会や支援者が心に刻むべき多くの教訓を教えている。2000 年代研究の目的意

識は、事例の内容とともにそれらの教訓を刻むためであった。子どもの悲劇を無駄にしてはならないと考え

たからである。 
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２２．．本本研研究究でで取取りり上上げげたた事事例例 
本研究の目的意識は、2000 年代研究と同様である。 
2010 年以降の 10 年を振り返ると、児童相談所の虐待対応件数は、過去 10 年間と同様一度も前年を下回

ることなく増え続け、2020 年度は 20 万件を超えた（2010 年度は 56,384 件）。また、虐待で死亡した子ど

もも毎年同じような件数（約 80 件）で推移し、児童虐待防止法制定後の 20 年間では 1,600 人に上ろうとし

ている。重大事件の報道がこの問題への社会的関心を高め、対応機関に対する批判等が、国や地方行政の制

度的改革につながっていく展開もほとんど変わらない。また時が経てば、社会から忘れさられる傾向も変わ

らないようだ。児童虐待による死亡事件の報道においても、過去に同じような事件があるのに、まるで新し

い事件のように報道している。  
本研究は 2000 年代研究以降の 10 年間（2010 年から 2020 年）に起きた重大事例を取り上げて分析した。

ただ、事例の選択は前回よりも幅を広げている。2000 年代研究では、虐待によって子どもが死亡、あるいは

重大な障害を受けた事例、および、虐待を受けた子どもが犯罪を起こしてしまった事例を取り上げたが、今

回は、里親による殺害事例、実子を含む子ども集団への性暴力加害の事例、養子縁組あっせん団体が営利を

目的に複数の子どもをあっせんしていた事例、被虐待児が自殺企図しその後死亡した事例も含めた。こうし

た事例も重大な権利侵害であり、重大事例として取り上げるべきと判断したものである。 
本研究では、報道された記事と各自治体で行われた死亡事例の検証報告書（児童虐待によって死亡した事

例に限る）を中心に、事件の判決文や事件に関連した文献、論説等を可能な限り収集し、事例ごとに子ども

や家族の成育歴、家族関係、事件に至ったメカニズム等を分析するよう努めた。  
なお、地方自治体の検証報告については、先述したように関係諸機関の取り組みの課題や問題点に絞って

報告されているものがほとんどであったが、2011 年の国からの改正で、関係機関の援助のあり方や運営面の

課題だけでなく、「当該事例の家族の要因等を明らかに」することを求め、そのために「死亡時点における家

族関係及び家族の歴史、経済状況等（特に乳幼児の事例については、妊娠期からの情報やきょうだいの妊娠

期の情報）」などの情報を収集し、「保護者が起訴された事件については、裁判の傍聴や訴訟の記録を閲覧請

求することも必要である」こと、また、「転居している事例の場合は、転居前の住所地の関係者も対象とする」

ということが新たに付け加えられた。こうした背景もあって、本研究で取り上げた事例については、虐待発

生の機序、家族背景や子どもの生育歴など、2000 年代研究よりも内容を厚く報告することができた。 
 

３３．．国国のの検検証証報報告告ににつついいてて 
本研究で取り上げた各事例は個別性が強く、これらの事例を総合的に考察することは行わない。しかしこ

の 10 年間の重大事例を総括するために、ここでは 2010 年から 2020 年までに年度ごとの重大事例を分析し

た国の検証報告書（第 8 次報告から第 18 次報告まで）を振り返ることとする。 
各年度の報告書では、各年度でテーマとなったことが特集として組まれている。各報告書のテーマを表 1

に示す。特集は、その時期に関心が高かったテーマが特集となる傾向があり、この 10 年間で、どのような事

例に関心が向けられてきたかの経過を垣間見ることができよう。 
 
表 1 国の検証報告書の特集 
第 8 次報告 0 歳児の心中以外の虐待死事例の検証 
第 9 次報告 0 歳児の心中以外の虐待死事例の検証 
第 10 次報告 0 日・0 か月児死亡事例について  

精神疾患のある養育者における事例について 
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第 11 次報告 特集なし 
第 12 次報告 施設入所等の経験のある子どもの死亡事例 
第 13 次報告 疑義事例（虐待による死亡と断定できないと報告のあった事例） 
第 14 次報告 若年（10 代）妊娠 
第 15 次報告 転居 
第 16 次報告 「実母が DV を受けている」事例 
第 17 次報告 「ネグレクト」事例 
第 18 次報告 「虐待死に至ってしまった事例の関係機関の関与状況」にかかる集計とま

とめ 
 

４４．．００歳歳児児のの虐虐待待にによよるる死死亡亡事事例例 
2010 年から数年間は、0 歳で死亡する事例の検証が数年間にわたってテーマになっており、0 歳児死亡に

至る課題の抽出やそれを防止するための対応策が論じられている。ただ、0 歳児死亡について、2005 年に国

が検証を開始した当初から 0 歳児の虐待による死亡が多いことが明らかにされており、第 6 次報告で 0 歳児

が虐待死全体の 6 割近くを占めたことを受け、第 7 次報告から第 10 次報告まで連続して 0 歳児死亡が特集

として組まれ、わが国において、0 歳児死亡の防止策が重点的なテーマの一つになっていたことがわかる。 
本研究で取り上げた事例で、0 歳児死亡の事例は、2014 年に起きた新潟県糸魚川市の事例（第 1 報 14）

が該当する。本事例は特集が組まれた後に起きた事件であり、0 歳児死亡を防止することの難しさを示して

いる事件ともいえよう。 
増沢ら（2024）は、これまでの国の検証報告書（第 1 次から第 19 次）と虐待死に関する研究等を収集、

分析した中で、0 歳児死亡事例に関して、以下のようにまとめている。 
「・0 歳児死亡の加害者は母親が多く、その多くに母親の精神疾患の問題が認められることについては、

早い段階から指摘されていた。 
・周産期の支援に大きくかかわっている母子保健部門に関しては、0 歳児死亡の予防を見据えた期待が早

くから向けられ、国はその体制整備の強化に取り組んできた。 
・母子保健部門では、産後うつ病のスクリーニングをはじめ、その把握に努めてきた。 
・しかし母子保健部門が母子健康手帳等の交付時など関わりの契機を持ったとしても、支援関係が継続さ

れないことや、市区町村の児童福祉部門や児童相談所へケースが引継がれないなど、連携上の課題が浮き彫

りとなった。 
・母子保健部門と児童福祉部門との連携に関しては、母子保健分野における「子育て世代包括支援センタ

ー（母子保健法の母子健康包括支援センター）」、および児童福祉部門でも「子ども家庭総合支援拠点」の設

置を推進し、現在は、両者が一体的な支援を行うための「こども家庭センター」の設置を市町村の努力義務

として、「切れ目のない支援」の実現化に向けて市町村に働きかけている。 
・しかし、母親の精神疾患の問題を踏まえれば、母子保健部門と児童福祉部門との一体化したこども家庭

センターだけでなく、そこに精神保健福祉センターや加害者が通院する医療機関が加わった周産期支援シス

テムの構築が必要である。 
・0 日児死亡については、精神疾患の問題はほぼみられず、経済的問題を抱えると共に、「妊娠の秘匿」が

あることが特徴である。 
・妊娠を秘匿したい妊婦は、妊娠 SOS 相談等に相談することさえも躊躇してしまうため、今の制度や妊娠

SOS や妊娠葛藤相談だけで対応することは困難である。 
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・「妊娠の秘匿」の実態を踏まえれば、匿名出産（内密出産）制度の創設なども視野に入れた検討が必要で

ある。 
・0 歳児死亡においては、母親への支援のみならず、男性の養育に対する支援の在り方を検討することが

重要で、この点については充分な取り組みができていない。 
・特に 0 日死亡においては、パートナーとの葛藤があるケースが少なくなく、妊娠後のパートナーの在り

方と、母親との関係性を視野に入れて対応することが必要である。 
・0 歳児死亡の防止においては、母親および父親となることを視野に入れた教育支援が重要となる。この

点についての現状は全く不十分で、養護教員、学校教員、助産師、産科医等と連携した教育支援の強化を図

る必要がある。 
・支援が中断される、あるいは部門間で引継がれずに途切れてしまう背景の検討を急ぐ必要がある。 
・支援者個人の問題にとどまらずに、支援者が属している組織内の問題、さらには人事等と含めたより上

位の組織的問題など、総合的に検討し、この問題に対応できる組織作りについて検討する必要がある。」 
 

５５．．施施設設入入所所等等のの経経験験ののああるる子子どどもものの死死亡亡 
第 12 次報告のテーマは「施設入所等の経験のある子どもの死亡」であった。本研究で取り上げた事例で

は、2012 年に起きた広島県府中町で起きた事例（第 1 報 5）がこれに該当する。この事例は 2013 年に広島

県西部こども家庭センター管内児童死亡事案検証委員会が報告書を公開している。国の第 12 次報告は 2014
年度に起きた事件を検証したものだが、特集においては、第 10 次報告から第 12 次報告までの心中以外の虐

待死事例の中で、施設入所等の経験のある事例（14 事例）を検証することとしており、本事例もその対象に

含まれていることをみれば、本事例が特集を組む契機の一つとなったことがうかがわれる。なお、2000 年代

研究においても、2001 年に兵庫県尼崎市で起きた事例（第 1 報 2）、2006 年に群馬県渋川市で起きた事例

（第 1 報 8）が社会的養護の事例であり、共に一時帰宅中に発生したものであった。 
第 12 次報告では、この特集を踏まえた提言の中で、「関係機関の連携及び要保護児童対策地域協議会の積

極的な活用」として、「入所措置解除時の支援体制の整備」を上げ、以下の点を指摘している。 
・多角的なアセスメントの実施：「養育者の状況（育児の手法、養育能力の改善及び改善が困難な点等）や

養育環境 （きょうだいの状況、支援者の有無など）、子どもが再び家庭内に加わることによって新たに発生

するリスク等、想定される課題について多角的にアセスメントを行うことが重要」 
・児童福祉施設の見立ての活用：「入所している施設職員からみた養育者の子どもに対する対応や面談・通

所時の状況等も、リスクアセスメントに有益な情報になる。児童福祉施設が主体的に家族に関わっていく姿

勢がより必要であり、児童相談所の支援方針と異なる場合など、意見書などを活用して、積極的な子どもの

代弁者となっていくことが望まれる。」 
・要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議の活用：「要保護児童対策地域協議会における個

別ケース検討会議を活用し、児童相談所をはじめ、市町村や児童福祉施設、 医療機関や学校及び保育所等の

支援に携わる機関がその役割と支援方針について共通認識のもと、適切な支援ができる連携体制を継続する

ことが重要」 
・法律に則った支援の遅滞のない実施：「見解の相違により、機関同士が措置解除や支援方針等に関して対

立することもある。そのような場合であっても、各機関が、法律によって規定され、実施することが可能な

支援を遅滞なく行うことが求められる。」 
・留意すべき期間の設定：特集では、家庭復帰から死亡事例発生までに約 6 割の事例が半年未満という状

況が明らかになった。「家庭引取り直後から 1 か月、3 か月、6 か月と養育状況が安定するまでの留意すべき
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期間を事前に設定し、定期的に面接や家庭訪問を行うことや、リスクアセスメントを関係機関で頻回に実施

し、その変化や兆しに気づける関わりに留意」すること。 
・児童福祉司指導等の実施：「一旦在宅になると、あたかも目標が達せられたかのように感じ、児童相談所

との関係が疎遠になることがしばしばある。そのようなことを防ぐためにも、児童福祉司指導等により、親

子の通所指導の頻度、家庭訪問の頻度等を明示し、一定期間モニタリングとして安全確認を行うことをあら

かじめ保護者に示しておくことが不可欠」で、「子どもと家族に直接会って、子どもの安全を肌で感じること

は必須」である。  
・親子関係再構築：「児童相談所及び入所施設は、入所措置解除前には親子関係の再構築のための関わり」

として、「保護者指導支援カウンセリング事業を積極的に活用する必要がある。」 
 
６６．．若若年年妊妊娠娠 
 第 14 次報告の特集は「若年妊娠」であった。特集では若年を 19 歳以下としているが、本研究の中で、19
歳以下で出産した事例は、2012 年の埼玉県朝霞市の事例（第 1 報 4）、2012 年の広島県府中町の事例（第 1
報 5）、2016 年の埼玉県狭山市の事例（第 2 報 18）、2018 年の東京都目黒区の事例（第 2 報 20）、2019 年

の北海道札幌市の事例（第 2 報 22）、2019 年の鹿児島県出水市の事例（第 2 報 23）であった。 
特集では、若年出産での心中事例や出産直後虐待死に至った事例（0 日死亡）も含めて考察しているが、

本研究で取り上げた上記事例には、心中や 0 日死亡は含まれていない。ゆえにここでは心中と 0 日死亡を除

いた考察内容の要点を抜粋する。 
・母親の養育能力の不足：「支援者は、母親及び家族の養育能力についてアセスメントし、不足している部

分を補っていけるような適切な支援を行っていく必要がある」  
・実母の孤立：「概して、未婚であったり、実父の状況が不明、祖父母と同居ではなく、地域社会との接触

もほとんど無い等、周囲の協力が得られにくい場合もあるため、市町村（母子保健担当部署）や医療機関等

の支援等を通じて孤立しないよう注意していくことが必要」。 
・経済的問題：「『市町村民税非課税世帯』であることも多くあるため、支援者が家庭の経済状況について

も適切にアセスメントした上で、その家庭が受けられる各種手当てや子育て支援事業等の行政サービスを適

時に案内することが重要」。それによって「行政サービスを通じて家庭のリスクを把握し、長期の支援につな

げることができる。」 
・内縁関係、再婚家庭の問題：「多くは祖父母等との同居はなく、養育能力が不足している家庭が孤立し、

支援が得られにくい可能性がある。しかし、4 割弱は児童相談所や市町村（虐待対応担当部署）の関与があ

り、7 割弱に市町村 （母子保健担当部署）の関与があった。また、要保護児童対策地域協議会での検討があ

った者もみられたことから、相談機関は適切にアセスメントを行い、継続した支援を行うことが重要」 
4 つ目の点について、本研究で取り上げた 6 つの該当事例で、交際相手が加害に関係していた事例が 5 事

例、養父が 1 事例であり、6 事例中 5 事例は関係機関が関与していたケースであった。しかし関係機関の多

くが実母を中心に関わっており、交際相手や養父へのアプローチが十分でないことを課題点として述べてお

きたい。  
なお、何歳までを若年とみなすかについては諸説あるが、概ね思春期の終わりまでとみなしている。思春

期というと、第二次性徴が始まる 10 歳ごろから 10 代までと考えられていたが、近年では 24 歳までという

海外の研究論文（Sawyer et al.，2018）が報告され、それに合わせて法律や政府の政策も変えていく必要が

あると主張している。 
実母の出産時年齢を 24 歳までに拡大すると、本研究で取り上げた 24 事例の内 18 事例もが該当する。研
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究の主張を踏まえれば、25 歳以下の周産期支援の充実強化が必要といえよう。 
 

７７．．転転居居 
第 15 次報告の特集は「転居」であった。このテーマで特集が組まれた理由は、本研究でも取り上げている

2018 年におきた東京都目黒区の事例が発生したことであり、国が初めて個別事例の検証を行った対象の事

例でもあったことによる。特集では、分析が可能であった第 5 次報告から第 14 次報告（2007 年 1 月 1 日

～2017 年 3 月 31 日）までの虐待死事例の中で、心中以外の虐待死事例のうち 0 か月児以外の事例につい

て、転居経験の有無を確認し、「転居経験あり（以下、転居あり）」の事例についてどのような傾向がみられ

るか検証している。 
分析結果の考察では以下の点を指摘している。 
・死亡時の年齢は１歳児が最も多く、同居していた家族は「一人親（離婚）」「内縁関係」「再婚」が多い。 
・主たる虐待者について「実母」「実父」に次いで、「母の交際相手」「養父」が多い。 
・10 代で妊娠・出産を経験している実母が多く、地域社会との接触は「ほとんどない」又は「乏しい」、

親族との接触についても「乏しい」ことが多い。  
・「転居が新しい生活へのスタートである一方で、今までの社会的支援が途切れ、社会的な支援の希薄さや

社会的な孤立が深まったり、新しい家族関係を構築したりと、家族に大きなストレスがかかる」ことが想像

される。 
・「保護者の中には、自ら相談、発信する力が弱い場合もあり、転居先からの情報がない場合には、保護者

の相談によってその支援を開始することが難しい場合もある。転出・転入の自治体間での情報共有はもちろ

んのこと、市町村における母子保健担当窓口等では、虐待予防の視点をもったポピュレーションアプローチ

として、子育て世代の転入者に対し、確実に相談先や支援策を周知徹底する等、細やかな支援が望まれる。」  
・「施設入所等の経験が多いこと、児童相談所の関与が占める割合が多いことから、この中には、児童相談

所等からの関与を避けるために転居している事例も可能性として考えられる」ため、「特に、施設入所後、措

置解除後においては、関係機関で確実に情報を共有し、支援体制を整えておく必要があるとともに、児童相

談所等においては、転居等の情報を迅速に把握できる進行管理の仕組みづくりが必要である。」  
・「転居した事例に対応する場合には、若年妊娠、地域とのかかわりが途切れていること、家族構成の変化

など、リスクを高める要因に留意してアプローチする」こと。 
・「転出先・転入先において、転居前の状況や転居に伴う状況の変化などが端的に分かる確実な引継ぎ、要

保護児童対策地域協議会等を活用して、きめ細やかな情報共有、役割分担、関係機関による見守り・支援体

制の整備を行っていくことで、切れ目のない支援を行っていくことが望まれる。」 
なお、本研究で取り上げた事例の内、関係機関が関与した後に転居のあったものは、2012 年の広島県府中

町の事例（第 1 報 5）、同年の神奈川県横浜市の事例（第 1 報 6）、2014 年の東京都葛飾区の事例（第 1 報

8）、同年の東京都足立区の事例（第 1 報 11）、同年の埼玉県川口市の事例（第 1 報 12）、2018 年の東京都目

黒区の事例（第 2 報 20）で、以上が転居を特集とした第 14 次報告までの事例で、それ以降は 2019 年の千

葉県野田市の事例（第 2 報 21）、鹿児島県出水市の事例（第 2 報 23）が該当する。 
転居に伴う自治体間のケース移管については、特集の考察にあるように丁寧な情報共有等が不可欠なのだ

が、それが十分に行えない現状が推察される。その背景にどのような課題や障壁があるのかを深く掘り下げ

て検討する必要があろう。 
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８８．．ドドメメスステティィッッククババイイオオレレンンスス（（DDVV）） 
第 16 次報告の特集は「実母が DV を受けている事例」であった。特集では、分析が可能であった第 5 次

報告から第 15 次報告まで（2008 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日）の虐待死事例のうち、心中以外の虐待死

事例について、「実母が DV を受けている」かの有無を確認し、「実母が DV を受けている」経験がある事例

について、その傾向を確認している。その結果、心中以外の虐待死事例 587 人の内、DV が認められた事例

は 51 人であった。 
以下に、考察の要点を抜粋、整理して記す。 
・「DV の被害者の中は、支援者に被害を訴えることがない場合もあり、その気づきのためには、子ども虐

待に対応する関係機関が DV について理解を持ち、DV の可能性を念頭に状況を把握することが必要。」 
・「10 代での妊娠・出産の経験のある実母が多く、未婚の一人親や内縁関係」で、「地域社会や親族との接

触は乏しい傾向にある。」 
・「主たる加害者は、実父母を除くと実母の交際相手が多い。」 
・「DV の加害者により被害者が社会や親族から孤立させられてしまうことがある。」 
・児童相談所や市町村の虐待対応担当部署のかかわりがあるケースでは、「関係機関が家庭とのかかわりの

中で DV の情報を得ることができている」一方で、「その情報を活かした対応が十分でない可能性がある。」 
・「DV の把握に努めるとともに、必要に応じて配偶者暴力相談支援センター等と連携した、家族関係を包

括したアセスメントや支援の実施を心がける」必要がある。そこにおいては「支配者」と「被支配者」（実母

の高い依存性）という関係性を念頭に、「その関係性から回復できるようエンパワーメント」する必要がある。 
・「DV の加害者への接触や、子どもを一時保護するなどの行為が、DV の被害者に DV の加害者からの更

なる被害をもたらすこともあるという認識を持ち、子どもを守ると同時に、被害者を守るという視点を持ち

支援していくことが必要。」 
本研究では、2011 年の千葉県柏市の事例（第 1 報 3）、2012 年の埼玉県朝霧市の事例（第 1 報 4）、同年

の広島県府中町の事例（第 1 報 5）、2014 年の東京都葛飾区の事例（第 1 報 8）、同年の東京都足立区の事例

（第 1 報 11）、同年の埼玉県川口市の事例（第 1 報 12）、同年の東京都西東京市の事例（第 1 報 13）、2018
年の東京都目黒区の事例（第 2 報 20）、2019 年の千葉県野田市の事例（第 2 報 21）が該当する。 
  

９９．．ネネググレレククトト 
第 17 次報告では「ネグレクト」事例が特集として組まれている。この特集が組まれた理由は、第１次報告

以降第 15 次報告までは身体的虐待に次いで多かったが、第 16 次報告で身体的虐待よりもネグレクト事例が

多かったことからである。特集では、分析が可能であった第 5 次報告から第 16 次報告まで（2007 年 1 月 1
日～2019 年 3 月 31 日）の虐待死事例のうち、心中以外の虐待死事例について「ネグレクト」事例（200 人）

について着目し、その傾向を確認し、考察している。 
以下に、考察から主なものを抜粋、整理して記す。 
・幅広い年齢の母親：「母が若年である割合が高いものの、若年に限らず幅広い年齢において発生」している。 
・母親の要因により発生：「ネグレクトは子どもの状況ではなく、母側の要因により発生していることが多

いと考えられ、そのことを踏まえた母に対する支援策が必要」、特に「死亡時点の年齢が 0 日の場合について

は、子どもの状況によるものはなく、出産に至るまでの母側の要因による影響が特に大きい」。 
・父親に関する状況は不明：「父の詳細は「不明」の回答が多く、その傾向の分析は困難であった」。  
・児童相談所や市町村の虐待対応担当部署の関与事例が少ない：「ネグレクト事例における家庭の詳細な状

況把握及びその適切なアセスメントが難しく、関与開始の端緒となる事象の把握が最大の課題となっている
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ことが推察される」。 
・母親が支援を求めない：「母に育児不安が認められないケースも多く、『困りごと』を入口にしにくいと

いう傾向もある。こうしたことから、その課題の解決に向けては、市町村や児童相談所等が一定程度のリス

クを有する母や妊婦の情報を把握した場合には、現にネグレクトの兆候を認めていない場合であってもネグ

レクトが生じる可能性のある事例として関係者間で共有するなどし、その家庭を見守り、慎重に対応してい

くことが重要」。 
・市町村と児童相談所との認識のずれ：「児童相談所が『虐待の可能性は認識していたが、確定していなか

った』場合であっても、市区町村の母子保健担当部署等は虐待と認識していた事例が発生していることから、

関与開始の端緒となる事象を把握した際は、子どもの虐待に対応している関係機関・部局間のみでなく、家

庭や家族員に関係している幅広い関係機関・部局において情報共有及び認識の統一をすることが望ましい」。 
・ネグレクトにおける虐待認定の難しさ：ネグレクトは「虐待か否かの判断及び家庭全体のアセスメント

や、疑義がある場合のリスクの程度に関する判断が非常に難しい。したがって、結果として、虐待対応担当

部署等がネグレクト事例の兆候等を把握できていない、もしくはそのリスクを認識できていないといった可

能性も懸念される。そのような状況は、家族全体のアセスメントに影響を与え、適切な支援を阻害するため、

虐待対応担当部署等の担当者がネグレクトに関する正しい知識を持ち、正しくアセスメントすることは支援

の第一歩として重要である」とし、また、「ネグレクト事例では、リスクアセスメントの見直しが行われた場

合でも、リスクを過小評価する傾向が見られることにも留意すべきである」。 
・0 日児死亡事例について：「詳細が把握できている事例数が少ないため結果の比較・考察に留意が必要で

あるが、一定の特徴といえる状況が把握できた」とし、妊娠期・周産期の母体側の問題として「母子健康手

帳の未発行」や「予期しない妊娠／計画しない妊娠」事例、「妊婦健診未受診」事例、加害の動機として「子

どもの存在の拒否・否定」事例、「ひとり親（未婚）」事例や「自宅（助産師などの立ち会いなし）」における

事例が、ネグレクト全体における割合よりも高く、さらに、「祖父母の同居」事例の割合がネグレクト全体よ

りも高いにもかかわらず、子どもが死亡した時点での母への支援者が「なし」「不明」である事例の割合も高

いという結果から、「0 日児死亡事例の母は、社会的孤立が顕著であり、同居中の祖父母を含めて、周囲に予

期しない妊娠を告げたり、公的機関や医療機関に妊娠を把握されることなく助産師などの立ち会いなしに自

宅等で出産した事例が多いと考えられる」、「このような 0 日児の死亡を防ぐためには、まず、様々な関係者

から得られた情報を基に、速やかに妊娠期の支援の開始に努めるとともに、社会的に孤立している本人や家

族に寄り添った支援を粘り強く継続する必要がある」。 
本研究で取り上げた事例では、2011 年の千葉県柏市の事例（第 1 報 3）、2014 年に発覚した神奈川厚木市

の事例（第 1 報 10）、2020 年の東京都大田区の事例（第 2 報 24）が該当する。ネグレクトに気づき、支援

の必要性を正しく認識し、保護者との関係を構築していく過程が不十分であったことは、3 つの事例に共通

している。子どもがネグレクトされた状況が見過ごされ、支援を届けられない状況は、地域社会のネグレク

トであることを認識したい。 
 

１１００．．ささいいごごにに 
本研究は 2010 年から 2020 年までに起きた重大事例を分析したが、取り上げた事例と国の検証報告書の

同 10 年間のテーマを照らし合わせてみると、とりわけ「転居」「居所不明」および「ドメスティックバイオ

レンス（DV）」に関する事例が多かった。この 10 年間の中で社会が注目、問題視したものがこの二つのテー

マであったということができよう。 
転居には、自治体間のケース移管が伴うが、情報共有等の不十分さが指摘されており、なぜ適切な移管が
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困難になるのかの背景や障壁を深く検証する必要があろう。また DV ケースでは、支配と服従の関係性等、

DV に対する理解をより深めるとともに、家族の関係性や加害者へのアプローチ等、十分に手が届いていな

い現状を踏まえた改善策が必要となろう。

特集テーマの中の 0 歳児死亡については、発生件数も多く重大なテーマであることには違いないが、本研

究で重大事例として取り上げられたものは数例であった。このことは社会が 0 歳児死亡を重大事例として注

目し、大きく報道するような流れからは外れているのかもしれない。その意味では 0 歳児死亡についての社

会に対する啓発はより必要といえるだろう。

（増沢 高） 
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社会保障審議会 児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会（2021）．子ども虐待による死亡

事例等の検証結果等について 第 17 次報告 特集「ネグレクト」 厚生労働省 
社会保障審議会 児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会（2022）．子ども虐待による死亡

事例等の検証結果等について 第 18 次報告 特集「虐待死に至ってしまった事例の関与状況」 厚生労働省 

参参考考文文献献

Sawyer, M. S., Azzopardi, S. P., Wickremarathne, D., & Patton, C. G.（2018）． The age of adoles
cence. THE LANCET Child & Adolescent Health, 2, 223-228. https://doi.org/10.1016/S2352-4642
(18)30022-1 
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著者・編者 書籍名 出版社

あらいぴろよ 母が「女」とわかったら、虐待連鎖ようやく抜けた 竹書房

安道 理
走れ!児童相談所 : 発達障害、児童虐待、非行と向き合う、新人職員の成長物
語

アイエス・エヌ株式会社コミュニ
ティ・パブリッシング事業部

笠原 麻里 子どものこころがそだつとき　子育ての道しるべ 日本評論社

千賀 則史, 定森 恭司
子ども虐待事例から学ぶ統合的アプローチ : ホロニカル・アプローチによる
心理社会的支援

明石書店

栄留 里美, 鳥海 直美, 堀 正嗣, 吉池
毅志

施設訪問アドボカシーの理論と実践 : 児童養護施設・障害児施設・障害者施
設におけるアクションリサーチ

明石書店

フロントラインプレス取材班 チャイルド・デス・レビュー：子どもの命を守る「死亡検証」実現に挑む 旬報社

福井 裕輝 子どもへの性暴力は防げる! : 加害者治療から見えた真実 時事通信社

月刊福祉「My Voice, My Life」企画委
員会

My Voice, My Life 届け！ 社会的養護当事者の語り 全国社会福祉協議会

林 美保子 DV後遺症に苦しむ母と子どもたち : 家族「面前」暴力の深層 さくら舎

樋口 亜瑞佐, おがわ まな どうして? : あたらしいおうちにいくまでのおはなし 遠見書房

廣川 まさき
チャイルドヘルプと歩んで : 虐待児童を救い続けるアメリカ最大の民間組織
に日本が学べること

集英社

市川 太郎
ある児童養護施設生活経験者の戦後史 : 証言-自分史の試み : 自己の存在理
由を求めて（第2刷）

グッドタイム出版

児童虐待問題対応研究会 学校・保育所等児童虐待対応の実務 : Q&Aと事例 新日本法規出版

亀岡 智美
子どものPTSDのアセスメント:UCLA心的外傷後ストレス障害インデックスの手
引き

誠信書房

亀岡 智美 実践トラウマインフォームドケア：さまざまな領域での展開 日本評論社

川上康則 教室マルトリートメント 東洋館出版社

川松 亮, 久保 樹里, 菅野 道英, 田﨑
みどり, 田中 哲, 長田 淳子, 中村 み
どり, 浜田 真樹編著

日本の児童相談所 : 子ども家庭支援の現在・過去・未来 明石書店

木村 真実, 長谷川 泰
ガイドライン多様な生活環境にある子どもへの対応 : 障害・不登校・生活困
窮・児童虐待・外国人など

新日本法規出版

久保 健二 児童相談所における子ども虐待事案への法的対応 : 常勤弁護士の視点から 日本加除出版

夾竹桃 ジン, 水野 光博, 小宮 純一 新・ちいさいひと : 青葉児童相談所物語 小学館

宮口 幸治, 佐々木 昭后 傷ついた子を救うために 扶桑社

森 和子
血縁を超えて親子になる : 養親と養子の心理的葛藤の変遷と変容による親子
関係の再構築

福村出版

長江 美代子, 江口 美智（監修）, あ
すみさ（作・絵）

はなれるいのち ともあ

西村 馨 編著 実践・子どもと親へのメンタライジング臨床 : 取り組みの第一歩 岩崎学術出版社

西澤 哲, 西岡 加名恵, 小野 太恵子,
木村 幹彦, 塩見 貴志

『生きる』教育 : 自己肯定感を育み,自分と相手を大切にする方法を学ぶ 日本標準

仁藤 夢乃 当たり前の日常を手に入れるために：性搾取社会を生きる私たちの闘い 影書房

新田 恒夫, 杉江 健二 子どものおたすけ：発達障害・不登校・虐待：イライラしない子育て法 養徳社

小木曽 宏（編）, 山口 修平 [ほか]
（著）

児童福祉施設における性的問題対応ハンドブック 生活書院

大澤 亜里
ヤヌシュ・コルチャックの教育実践 : 子どもの権利を保障する施設養育の模
索

六花出版

獅城 けい
家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い : 今すぐこの本を持って
保健室に行こう

高文研

菅原 亜紀, 保坂 真紀 ぼくのかぞく : 里親と子どもの絵本 海鳥社

鈴木 博人, 横田 光平 子ども虐待の克服をめざして : 吉田恒雄先生古稀記念論文集 尚学社

高田 治
施設心理士から伝えたいこと : 児童心理治療施設などで働くケアワーカーへ
向けて

世織書房

高安 和世 児童養護施設における養育に関する研究 : アタッチメント理論を基盤として 時潮社

植原 亮太 ルポ虐待サバイバー 集英社

上野 加代子 虐待リスク : 構築される子育て標準家族 生活書院

海野 千畝子（編著）
子ども虐待への心理臨床 : 病的解離・愛着・EMDR・動物介在療法まで 増補改
訂版

誠信書房

魚田 コットン 母の再婚相手を殺したかった : 性的虐待を受けた10年間の記録 竹書房

鷲山 拓男 虐待予防は母子保健から : 指導ではなく支援 東京法規出版

横山 美江 ネウボラから学ぶ児童虐待防止メソッド 医学書院

吉川 史絵
日本の虐待・自殺対策はなぜ時代遅れなのか : 子供や若者の悲劇を減らすた
めの米国式処方箋

開拓社

表１. 2022年の児童虐待に関する書籍　（和書）
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著者・編者 書籍名 出版社
Arielle Schwartz（著）, 野坂 祐子
（訳）

複雑性PTSDの理解と回復 : 子ども時代のトラウマを癒すコンパッションとセ
ルフケア

金剛出版

Camille Kouchner（著）, 土居 佳代子
（訳）

ファミリア・グランデ 柏書房

Eliana Gil（著）, 西澤 哲（訳） 子どものポストトラウマティック・プレイ : 虐待によるトラウマの心理療法 誠信書房

Gillian Schofield, Mary Beek (著),
御園生直美, 岩﨑美奈子, 高橋恵里子,
上鹿渡和宏(監訳), 森田由美, 門脇陽
子 (訳)

アタッチメント・ハンドブック：里親養育・養子縁組の支援 明石書店

Graham Music（著）, 鵜飼 奈津子, 藤
森 旭人（監訳）

トラウマを抱える子どものこころを育むもの：アタッチメント・神経科学・マ
インドフルネスとの出会い

誠信書房

Lisa Dion(著）, 三ケ田 智弘（監
訳）, 重野 桂, 濱田 純子, 高橋 政
憲, 丹野 佑里, 淵野 俊二(訳）

子どものトラウマと攻撃性に向き合う：ポリヴェーガル理論に基づくプレイセ
ラピー

岩﨑学術出版社

Lundy Bancroft, Jay G.
Silverman(著）, 幾島 幸子(訳）

DVにさらされる子どもたち : 親としての加害者が家族機能に及ぼす影響 金剛出版

Pablo Trincia（著）, 栗俊秀（訳） バッサ・モデネーゼの悪魔たち 共和国

Penny Simkin, Phyllis Klaus (著),
白井千晶 (監修・訳）

性暴力サバイバーが出産するとき：子どもの頃に性的虐待を受けた女性が出産
するときに起こることの理解と癒し

ともあ

表２. 2022年の児童虐待に関する書籍　（訳書）
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雑誌名・巻号 特集名 特集の目次 著者
企画の言葉 佐山圭子
子どもが暴力的でなくなるために～正当な怒りの発達を支え促すことの大
切さ～

遠藤利彦

小学生の暴力行為の現状と課題 増田修治
児童ポルノと小児性犯罪 斎藤章佳
あなたは「教育虐待」していませんか？～「あなたのために」がいつの間
にか「プチ虐待」にならないために～

諸富祥彦

ネットいじめ 原清治
子どものスポーツ・ハラスメント 藤後悦子
暴力から自分自身を守るためのCAPプログラム 伊藤嘉余子
DV家庭での子どもへの影響 千田有紀
「暴力の連鎖」といわれているものの実態 久保田まり
加害者の更生は可能か？ 田中寛二
Column 子どもの自殺～背景と私たちがすべきこと～ 髙橋聡美
子どもを守るために、親を守り支えられる社会に 大澤優紀
選択のきっかけや機会を増やしてほしい 嶋坂倫成
何気ない時間が信頼関係を育む 髙木春花
【明石市長　泉房穂さんインタビュー】
　こどもを核としたまちづくりが、みんなをしあわせにする
ねがいが実感に──インタビューをおえて── 丹波史紀
特集の視点 則武直美
子どもの権利を守る 岩佐嘉彦
貧困家庭の子どもに私たちができること 岡本拡子
障害のある子どもとともに育つ 北側聡子
民間で支える子どもホスピス 高場秀樹
「非行のある少年」の社会復帰を支援する 三浦恵子
社会的養護施設退所者を支えるために 谷口純世
被虐待児を守る 髙橋温
子どもの健やかな育ちの保障―保育がもつ可能性と課題を考える 吉田正幸

子どもを中心においた社会をつくるうえで必要なこととは
秋田喜代美・草間吉
夫・柏女霊峰

児童虐待と刑事法―本特集の趣旨 浅田和茂
親権、懲戒権の行使と刑法35条 杉本拓海
司法面接の証拠利用に関する立法論・序説 成冨守登
SBS/AHTと刑事裁判―乳幼児揺さぶられ症候群と虐待による頭部外傷をめぐ
る議論の現状

笹倉香奈

大沼学園における家庭支援の取組について 内田智能・成田健悟
児童自立支援施設における集団支援の可能性～保護者の視点からみつめる
～

大城丈典

児童自立支援施設における家族再統合支援の可能性～施設機能を活かした
家族とのつながりの取戻し～

鈴木義憲

夫婦小舎制施設での家庭支援について～子どもの成長を家庭支援に繋げる
～

武藤健太郎

児童自立支援施設における家庭支援について～子どもライフとしての一考
察～

生活指導スタッフ

共に育ち合うこと～あらゆる情報を交換し、常に学ぶ気持ちを持つこと～ 福島和季
実践を通じた家庭支援を振り返る～はじまりと固定観念～ 門田祐輔
児童自立支援施設における家庭支援の実際と課題～家庭支援事例のスー
パービジョン～

内田良介・今別府隆宏

企画趣旨——児童虐待への支援・介入・刑罰 深町晋也
児童虐待の刑法的規律——児童の健全成長・発達との関係を中心に 深町晋也
刑事訴訟法からみた児童虐待 大谷祐毅
児童虐待への民事法的対応——親権法改正について 久保野恵美子
民法における体罰禁止とその課題——体罰禁止のそのあとに 石綿はる美
社会保障法からみた児童虐待 橋爪幸代
アメリカにおける児童虐待への対応——家族への介入と支援の視点から 原田綾子
児童虐待と司法面接 仲　真紀子
児童虐待の法的実務 岩佐嘉彦
児童心理治療施設の現状と課題―社会的養育の心理支援センターを目指し
て―

髙田治

虐待を受けた子どもへの治療の取り組みと課題―児童養護施設における学
童期・思春期を中心に

内海新祐

虐待を受けた子どもの治療の取り組みと課題―児童精神科医療機関の立場
から―

中西大介

家族関係にともなう生の根幹の課題にともに向きあう 楢原真也
あるきょうだいケースとチーム養育 関貴教
ケアニーズの高い子どもへの養育 小尾康友
絶対に離れない存在としての決意～ともに生きるとは～ 斎藤朋義
子どもに寄り添うとは？ 秋月穂高
総括論文 山田勝美
子どもと職員にとっての地域 増沢高
地域に支えられて 岡久孝雄
地域の中で育ち育ちあう 藤田毅
地域は子どもの「応援団」で、職員の「サポーター」～暖かいまなざしを
感じて得る安心感～

飯塚富美

子どもの生きる「地域」をどのように捉えるのか 畑山麗衣
総括論文 強瀬順子
入所前の地域での暮らしを今につなげる 山田勝美
過去を未来につなげていくこと 増田康平
子どもと一緒に過去の居住地を訪ねる 楢原真也
子どものせいじゃない 吉田詩弓
入所前の地域での暮らしを今につなげる 石塚健市
総括論文 増沢高
虐待行為の理由と目的の考察――高齢者虐待の養護者支援を例に 山口光治
市町村の虐待対応における養護者への対応と支援 宮間恵美子
養護者支援における心理的援助 佐藤美和子
児童虐待対応における養護者（保護者）支援と後見制度 澤田　稔
高齢者虐待対応における養護者支援と成年後見 髙橋智子
障害者虐待対応における養護者支援と成年後見 春田耕作

表３.　2022年の児童虐待に関する雑誌特集号

虐待対応における養護者支援と成年後見
実践成年後見

(99)

福祉のひろば
266

子どもの尊厳を保障するということ

犯罪と刑罰(31)

児童養護
53（1）

子どもの育ちと地域

子どもの育ちと地域
児童養護
53（2）

ケアニーズの高い子どもへの養育のあり方
を考える

子どもと暴力
チャイルドヘル

ス
25（4）

児童青年精神医
学とその近接領

域 63(1)

児童青年精神医学のこれから―「生きる」
をまもり「育ち」を支えること―

福祉に関する委員会セミナー：虐待を受け
た子どもへの治療の取り組みと課題

非行問題(228) 『家庭支援のあり方について』

月刊福祉
5月号

子どもを中心においた支援を実現するため
に

児童虐待と刑事法

児童虐待の総合的検討法律時報 94(11)

児童養護
52（4）
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共同研究の趣旨 後藤弘子
心理的虐待と面前DV 信田さよ子
児童虐待と警察・少年サポートセンターの役割 安永智美
児童虐待と児童相談所の役割 渡邉直
児童虐待と司法的支援――虐待対応において司法が果たす役割 岩佐嘉彦
児童虐待と刑事的介入 深町晋也
特集の企画にあたって 相澤仁・永野咲
子どもの権利条約12条と日本の子ども 安孫子健輔
児童相談所における「聴かれる権利」を実現するためのソーシャルワーク
の展開

鈴木浩之

子どもに権利を伝えるということ――『子どもの権利ノート』の進展と課
題

長瀬正子

養子縁組の記録保管と開示から考える「子どもの知る権利」の保障 徳永祥子・阿久津美紀
アメリカ・カリフォルニア州におけるユースアドボカシー――
#Funds4YOUth：コロナ禍で安定性を求めたユースリーダーの奮闘

マケイラ・ジェームス

対談：子どもの聴かれる権利を真に保障するためには――最近の動きに思
うこと

中村みどり・畑山麗
衣・川瀬信一

●海外招聘講演
性虐待を防止する――親子のためのスキルに基づいたアプローチ ジェニー・ノル
児童保護制度の向上に向けて――他国からの教訓 アイリーン・ムンロー
●大会長企画プログラム

児童虐待をふくめた死因究明の高精度化とChild Death Reviewの質的保証
について

清水直樹・沼口　敦・
溝口史剛・松永綾子・
藤田香織

●大会企画シンポジウム

コロナ禍の子ども虐待とネグレクト――「誰ひとり取り残さない」顕在化
した課題をポストコロナに向けて

田上幸治・星野崇啓・
山田正明・大場エミ・
森　里美・久保田まり

虐待リスクのある親子への保育所における早期支援――〈誰ひとり取り残
さない〉アタッチメント形成を中心とした多職種協働による発達支援

久保田まり・山田一
子・青木　豊・青木紀
久代・前川美行・汐見
稔幸

誰ひとり取り残さない！ CAC（Children's Advocacy Center）モデルの構
築に向けて

田上幸治・山田不二
子・栗原八千代・毎原
敏郎

●教育講演
子ども期の逆境体験と長期的健康影響 山岡祐衣・藤原武男

社会的養護当事者からの発信
南山今日子・山本昌
子・ブローハン聡・西
坂來人

●スポンサードセッション

虐待による乳幼児頭部外傷（AHT）の刑事司法手続き
ジョエル・モレノ・溝
口史剛・山田不二子

特集にあたって 渡辺好恵
「産後ケア」――子どもの虐待の予防のために 中板育美
産後ケア事業の法制度から実践に向けて 福島富士子
小児科医と産後ケア 井上登生
世田谷区の産後ケア事業――誕生から現在，そして未来への架け橋 多賀谷悦子
乳児院における産後ケアについて 櫛田恵里子
随想　なんとかにはなる 木村いこ
論説　児童虐待の現場から 川崎二三彦
読みもの　子ども虐待とトラウマ 杉山登志郎
読みもの　子ども虐待防止のオレンジリボン運動 吉田恒雄
読みもの　「非行」と「虐待」について児童相談所の取組から考える 濁澤拓也
読みもの　被虐待経験をもつ少年の“生きづらさ” 森田陽子
現場からのレポート　児童虐待事案を担当して K.A
/しなやかに寄り添う/―被虐待児案における多機関連携と家族再統合―
DV防止法と周産期医療 桑原博道・田村孔
新生児の医療ネグレクトへの対応 保条成宏
改正児童虐待防止法と周産期臨床 板澤寿子
Ⅰ. 総論―「子どものウェルビーイング」とは
児童福祉と子どものウェルビーイング 林浩康
社会学から見た子どものウェルビーイング 上野加代子
Ⅱ. 各領域における「子どものウェルビーイング」
子どものウェルビーイングとアドボカシー 相澤仁
子どもとお母さんのウェルビーイング（地域支援） 北川聡子
施設養育における子どものウェルビーイング 国分美希
家庭養育（里親）における子どものウェルビーイング 澁谷昌史
母子関係の支援におけるウェルビーイング 青木紀久代
母子保健におけるウェルビーイング 中板育美
地域における児童養護施設等の新たな役割 早川悟司
児童相談と子どものウェルビーイング 川松亮
子どものウェルビーイングと精神科医療の役割 小野善郎
困難な状況にある子どもへの心理支援とウェルビーイング 井出智博
これからのより良い子どものウェルビーイング実現に向けて―当事者から
の提言

畑山麗衣

Ⅲ. 国内外の動向
英国スコットランドにおける里親支援の現状 伊藤嘉余子
米国の当事者参画からの学びを日本の当事者活動に生かす 粟津美穂

虐待の実態と虐待が及ぼす影響更生保護 73(10)

今月の臨床 生殖医療・周産期にかかわる
法と倫理 親子関係・医療制度・虐待をめ

ぐって 周産期の虐待をめぐる諸問題

臨床婦人科産科
76（6）

世界の児童と母
性

（92）

「子どものウェルビーイング」を育む社会
を目指して

子どもの虐待と
ネグレクト 24

(1)

児童福祉分野におけるこれからの子どもの
権利擁護の方向性

子どもの虐待と
ネグレクト 24

(2)
第27回学術集会（かながわ大会）

子どもの虐待と
ネグレクト 24

(3)

産後ケアと子ども虐待予防――当事者の声
なき声を拾いあつめて

児童虐待という「現象」―家族への刑事的
介入と援助

刑法雑誌
61(3)
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「児童心理治療施設で子どもの成長を支える」―子どもの生きづらさを支
える―

山喜高秀

児童心理治療施設の当面の課題―総合環境療法の包括性と構造化の考察― 石坂好樹
支援する人を支援する―児童心理治療施設における学校教員の人材育成― 松本祐一郎

大村椿の森学園でのトラウマインフォームドケアの取り入れ
山内奈緒子・吉村宣
彦・山口和浩

ホースセラピーが児童心理治療施設入所児童に及ぼす心理的効果について
の量的検討

水間公介

グループワーク「お話の会」―居心地のよい空間の中で物語を楽しむ―
奥山志麻・小山駿一・
小川舞・斉藤光哉

筑後いずみ園における総合環境療法の実践 成人と児童の心理治療の比較―
精神科看護師の経験を通して―

西木戸聡・菊池清美・
堀川公平・堀川直希

児童養護施設という私の家族心理治療施設の安全・安心な施設文化作りに
関する一考察

猪又準圧

児童の発達や特徴に合わせた生活のデザインとグループ活動の位置付け 三輪夏樹

児童心理治療施設における治療的関わりのための職員研修の実践
大塩莉紗・上塚達也・
山本裕真

心理治療と治療
教育―児童心理
治療施設研究紀

要―
（32・33）合併

号
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著者名 表題 雑誌名など

安部 計彦
子どもの権利保障としての児童相談所の第三者評
価

西南学院大学人間科学論集 17(2),
35-59

阿部 孝志, 渡部 靖久
児童養護施設における教育福祉としての支援につ
いて：ある児童養護施設での試みを通して

千葉敬愛短期大学紀要 44, 1-10

赤間 健一, 稲富 憲朗 児童養護施設における児童理解の視点
福岡女学院大学紀要・人間関係学
部編 23, 7-12

青木 亜砂子, 上田 泉
子ども虐待予防を重視した妊娠期の父親に必要な
コンピテンシー：妊娠後期の第1子の父親へのイ
ンタビュー調査から

札幌保健科学雑誌 11, 39-44

有松 優行, 渥美 生弘, 諏訪 大八郎,
大熊 正剛, 土手 尚, 石田 惠章, 齋
藤 隆介, 古内 加耶, 小林 駿介, 伊
藤 静, 德山 仁美, 中安 ひとみ, 出
口 美義, 光定 健太, 角屋 悠貴, 武
田 栞幸, 田中 茂

臓器提供の意思があったが虐待の可能性が否定で
きず臓器提供に至らなかった小児の1例

脳死・脳蘇生 34(2), 91-94

有本 梓, 田髙, 悦子
妊産婦に対する孤立に着目した児童虐待の 発生
予防に向けた看護職による相談支援

横浜看護学雑誌 15(1), 30-38

有園 正俊
児童期マルトリートメントを体験した強迫性障害
への遠隔診療での認知行動療法の症例報告

認知行動療法研究 47(3), 223-233

有村 大士(研究代表者） 障害児（その疑い）の虐待予防のための研究
厚生労働科学研究費補助金障害者
政策総合研究事業, 令和3（2021）
年度総括研究報告書

浅井 鈴子
児童福祉領域におけるトラウマインフォームドケ
ア

精神保健福祉 53(4), 321-323

馬場 文
自ら支援を求めない児童虐待事例の養育者との関
係形成における困難の構造―市町村保健師へのイ
ンタビュー調査から―

日本看護科学会誌, 42, 429-436

崔 敏奎
児童養護施設における施設職員の専門性に関する
先行研究の検討

旭川大学短期大学部紀要 52, 9-14

遠藤 和佳子

「子ども家庭ソーシャルワーク」の目標とソー
シャルワーク・ストラテジーの方向性：アメリカ
合衆国の子ども虐待支援の政策的変遷を中心とし
て

関西福祉科学大学紀要 26, 9-20

藤岡 孝志
『子どもの権利擁護３モデル』に基づく 子育て
支援臨床アプローチの構築に関する研究 ―養育
者の「被懲戒の歴史」に着目してー

日本社会事業大学研究紀要 68,
211-229

古瀬 優太
子ども虐待対応のための基礎知識と医療の役割 :
日本子ども虐待医学会推薦総説

日本小児科学会雑誌 126(5), 769-
782

二村 玲衣
「里親だより」からみる全国里親会による里親支
援の展開 : 教育福祉に位置づく支援活動に着目
して

名古屋大学大学院教育発達科学研
究科紀要. 教育科学 68(2), 95-
105

二村 玲衣 米国における里親の互助に対する評価の整理 社会教育研究年報 36, 137-146

花家 彩子
虐げられた子どもたちの表象：山田詠美『つみび
と』（2019年）について

常葉大学健康プロデュース学部雑
誌 16(1), 137-148

波田埜 英治 社会的養護の考察：社会的養護施設を中心として 聖和短期大学紀要 8, 43-50

林 浩康
書評 山口季音著『児童養護施設の生活環境のダ
イナミクス : 家庭で暮らせない子どもの育ちと
職員の実践』

家族研究年報 (47), 81-84

林 久美子 DV後の生活と子どもの存在に関する事例研究 臨床教育学研究 (28),  1-17

何 慕, 大河内 彩子
児童虐待における養育者の認識について : しつ
けと虐待の間

熊本大学医学部保健学科紀要 18,
37-45

黄 倩, 武田 莉央, 鈴木 崇之
中国における児童虐待対応に関する法制度の 歴
史的変遷に関する考察 ─ 中国未成年者保護法お
よび関連法制の変遷に着目して ─

ライフデザイン学研究 17, 269-
294

何 星雨, 倉持 清美
中国浙江省における高学歴の子どものいない既婚
若年女性の児童虐待の認識

 日本家政学会誌 73(1), 10-20

何 星雨, 倉持 清美
中国浙江省における中・高・大学生の児童虐待の
認識とその関連要因

日本家庭科教育学会誌 65(1), 24-
32

平松 喜代江
要保護児童の実態および保護施設に関する研究 :
終戦から児童福祉法制定まで

ユマニテク短期大学紀要 (5), 1-
13

平野 志乃
児童虐待研究の到達点と課題 : 学校内の教員の
役割に注目して

教育論叢 65, 39-46

堀口 康太
児童家庭相談における児童家庭支援センターの役
割の検討

子育て研究 12(0), 3-15

伊部 恭子
社会的養護経験者の現在の暮らしにおける困難と
支援課題　：　全国調査の自由記述回答からみえ
てきたこと

社会福祉学部論集 18, 107-128

市川 英雄, 安部 郁子
福島県における社会的養護の現状と課題 : 代替
養育を中心として

福島大学地域創造 33(2), 31-45

井出 智博
社会的養護に内在する喪失とそれに伴う悲嘆につ
いての包括的理解と支援に関する理論的検討

臨床心理発達相談室紀要 5, 33-47

表４.　2022年の児童虐待に関する論文

（児童虐待に関する厚生労働省研究事業の報告書を含む）
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池田 佐知子, 南里 真美
原著論文　3歳児健診における里親の満足度に関
連する要因の検討　～全国の里親へのアンケート
調査分析から～

西九州大学看護学部紀要 3, 1-8

池田 壮吾, ゴメス アントニオ, 長根
寛望, 楊 庚乾, 小倉 乙春

児童養護施設におけるスポーツ等を通じた支援活
動－大学と地域資源を生かして－

スポーツ産業学研究 32(3),
3_389-3_392

今村 幸子, 肥後 祥治
保育士養成校の学生の子ども虐待に対する考えの
変容 : アクティブラーニングの実施を通して

鹿児島大学教育学部教育実践研究
紀要 31, 74-83

井上 寿美, 笹倉 千佳弘 コロナ禍を経験したA 県の里親が求める養育支援
大阪大谷大学教育学部幼児教育実
践研究センター紀要 12, 1-18

井上 従子 児童虐待防止と社会的養護を巡る法的課題 法政論叢 58(1), 17-39
石川 惠太, 東 菜摘子, 大賀 真伊,
滝沢 龍

親の小児期逆境体験が次世代の精神病理に与える
影響に関する研究の現状と課題

発達心理学研究  33(2), 89-103

石村 雅雄, 藤森 弘子
教育と福祉の連携について : 児童相談所一時保
護所での学習指導を通して

鳴門教育大学学校教育研究紀要
36, 29-36

磯口 姫愛 児童養護施設におけるアフターケアについて 保育研究 (52), 43-47

伊藤 嘉余子
スコットランドにおける里親ソーシャルワークの
価値と実践――里親支援ワーカーインタビューの
分析からの考察――

社会福祉学 63(1), 14-29

伊藤 嘉余子, 藤井 健志, 井上 翔一
児童養護施設職員にとっての「子どもの声を聴く
こと」の現状と課題 : 児童養護施設職員アン
ケート調査からの考察

社会問題研究 71, 1-16

伊藤 聡美, 櫻井 しのぶ
児童虐待防止をめざす保健師間の地域間連携にお
ける緊急性や支援の必要性の認識に違いが生じる
プロセスの探索

母性衛生 63(1), 63-71

泉谷 朋子
「分離しないケア」に関する一考察 : アメリカ
における Family Preservation を参考に

聖隷クリストファー大学看護学部
紀要 20, 9-24

甲斐 美晴 実習報告 : 児童相談所における心理職の役割 別府大学臨床心理研究 18, 27-33

柿田 多佳子
長崎県における児童虐待の現状と課題（第2報）
～児童相談所の対応から見えるもの～

純心人文研究 28, 111-132

兼次 洋介, 仲西 正憲
周産期支援チェックリストを用いた子ども虐待リ
スク予測

日本周産期・新生児医学会雑誌
58(3), 472-478

笠原 麻里
トラウマが子どものこころに残す禍根─被害・加
害を越えて─

小児の精神と神経 62(1), 67-69

加藤 千幸, 瀬戸 美奈子 安全委員会方式とトラウマインフォームドケア
三重大学教育学部研究紀要　自然
科学・人文科学・社会科学・教育
科学・教育実践 73, 419-423

川浪 祐太, 江原 寛昭
児童自立支援施設におけるリービングケアの現状
と課題（Ⅰ）

滋賀大学教育学部紀要 71, 143-
157

木嶋 彩乃, 大河内 彩子
日本における児童虐待のアセスメントツールの特
徴に関する文献レビュー

熊本大学医学部保健学科紀要 18,
46-54

菊池 美奈子, 重年 清香

逆境体験が背景にある児童生徒への健康相談にお
ける養護教諭の困難：トラウマインフォームドケ
アの概念に基づく教育プログラム開発に向けた事
前調査

梅花女子大学看護保健学部紀要
12, 14-25

小宮山 直道
長野県における児童相談所の生成と展開に関する
研究序説　―草創期に焦点を当てて―

長野女子短期大学研究紀要 18,
13-24

近藤 純子 児童虐待死事例の検証に関する研究 教育福祉研究 26, 13-25

近藤 理恵
「抜け殼家族」が生む児童虐待 : 少子社会の病
理と対策[金子勇著]

社会分析 (49), 101-103

厚生労働省
特別養子縁組成立後の支援のあり方に関する調査
研究

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：株式会社政策基礎研究
所）

厚生労働省
市区町村の要保護児童対策地域支援協議会等に関
する調査研究

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：株式会社リベルタス・コ
ンサルティング）

厚生労働省
一時保護の手続きにおける児童福祉審議会等の活
用に関する調査研究

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：PwCコンサルティング合同
会社）

厚生労働省
要保護児童等に関する関係機関との情報共有のた
めのシステム構築等に関する調査研究事業

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：株式会社野村総合研究
所）

厚生労働省
虐待事例等の困難場面における保護者対応につい
ての調査研究

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：PwCコンサルティング合同
会社）

厚生労働省
児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事
案への対応に関する調査研究

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：PwCコンサルティング合同
会社）

厚生労働省
児童相談所における児童福祉司等の勤務実態等に
ついての調査

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：PwCコンサルティング合同
会社）
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厚生労働省 通告の一元的運用に関する実証的調査研究

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：PwCコンサルティング合同
会社）

厚生労働省
児童虐待対応におけるアセスメントの在り方に関
する調査研究

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：国立研究開発法人産業技
術総合研究所）

厚生労働省
母子保健における児童虐待予防等のためのリスク
アセスメントの在り方に関する調査研究

令和3年度厚生労働省子ども・子育
て支援推進調査研究事業報告書
（受託：国立研究開発法人産業技
術総合研究所）

熊本 千登勢
DV被害母子へのPCIT（Parent-Child Interaction
Therapy）：親面接を並行実施したケースの検討

遊戯療法学研究 21(1), 3-14

隈元 晴子, 高橋 勇造, 石井 佑可子,
小川 恭子

社会的養護を必要とする子どもの学習支援に関す
る実践的研究

藤女子大学QOL研究所紀要 17(1),
5-12

國石 洋, 山田 光彦
思春期の社会経験剥奪による眼窩前頭皮質－扁桃
体経路の小領域特異的なシナプス機能変化

日本薬理学雑誌 158(1), 47-50

楠 聖伸, 保井 俊之, 前野 隆司
児童養護施設入所児童の主観的幸福度を高めるグ
ループ学習型ワークショップの提案と有効性の検
証

日本創造学会論文誌 25(0), 93-
108

前野 凜, 中山 恵里, 増田 成美, 岡
田 ほのか, 上岸 光太, 花岡 麻衣,
下本 有紀保, 上手 由香

児童養護施設におけるマインドフルネスの介入と
その効果の検討

広島大学心理学研究 21, 71-86

丸谷 充子
児童相談所と市町村の連携促進の要因分析―児童
相談所職員と市町村職員へのインタビュー調査か
ら―

人間関係学研究 27(1), 3-13

増井 敦
児童虐待事案における刑事手続の現状と課題 :
子どもの最善の利益に資する多機関連携システム
をデザインする視点から

社会安全･警察学 8, 53-78

増井 香名子, 岩本 華子
DV被害者である親が経験する子育ての実態――当
事者インタビューの分析から児童福祉実践への示
唆――

社会福祉学 62 (4), 72-85

三澤 歌月, 北川 啓介, 今枝 良輔,
陳 曄, 保崎 慎一朗

児童養護施設において子どもの意思を阻害する要
因

日本建築学会東海支部研究報告集
(60), 309-312

三品 拓人
児童養護施設の日常生活において見られる「家
庭」の内実――「普通のサイズ」と対応の判断基
準に着目して――

家族社会学研究 34 (1), 29-42,

三品 拓人

＜書評＞山口季音『児童養護施設の生活環境のダ
イナミクス―家族で暮らせない子どもの育ちと職
員の実践―』学文社、2021年、236頁、定価2750
円

未来共創 9 322-324

三田 侑希
子ども虐待予防のための虐待死検証に関する一考
察

目白大学総合科学研究 18, 135-
141

宮地 菜穂子, 木下 詩織
家庭的保育事業における保護者支援の現状と課題
に関する一考察

同朋大学論叢 107, 87-104

宮地 尚子
トラウマとともに生きること, トラウマにふれる
こと

小児の精神と神経 61(4), 297-305

宮原 莉帆, 竹本 与志人
医療機関に搬入された児童虐待による死亡症例の
特徴

岡山県立大学保健福祉学部紀要
28, 95-103

宮脇 和花
社会的養護におけるパーマネンシーに関する一考
察 : 児童養護施設に入所する子どもたちの声に
焦点を当てて

社会事業研究 61, 83-95

望月 隆之, 恒川 丹
<研究論文>児童養護施設におけるチームアプロー
チの実践に関する研究

田園調布学園大学紀要 16, 55-69

内藤 千尋, 田部 絢子, 石井 智也,
能田 昴, 石川 衣紀, 髙橋 智

スウェーデンにおける多様な発達困難を有する子
ども・若者の発達支援 : 「BRIS（Barnens Rätt
i Samhället：社会における子どもの権利）」の
訪問調査から

山梨大学教育学部紀要 32, 51-61

中井 まりえ
書評　発達性トラウマ：その癒しのプロセス　早
期トラウマは、自己調整、自己イメージ、および
対人関係能力にどのように影響するか

小児の精神と神経 61(4), 363

仲山 正志, 井上 景
健全な子ども育成を目指して : 合理的配慮と子
ども虐待基礎理論から

甲南女子大学研究紀要Ⅰ, 58,
155-164

根岸 弓
新生児殺研究は新生児殺をどのように構成してき
たか

現代福祉研究 22, 75-90

新島 一彦
児童福祉法改正、児童虐待防止法改正、民法改正
および関連法令の改正から見る子どもの権利条約

教職研究 : 平成国際大学教職支援
センター紀要 (6・7), 124-133

二村 玲衣
ボランティアである当事者に学ぶ里親支援員の力
量形成に関する考察：家庭養護促進協会大阪事務
所と里親の協働に着目して

日本福祉教育・ボランティア学習
学会研究紀要 38, 5-18

二村 玲衣 米国における里親の互助に対する評価の整理 社会教育研究年報 36, 137-146

二村 玲衣
「里親だより」からみる全国里親会による里親支
援の展開：教育福祉に位置づく支援活動に着目し
て

名古屋大学大学院教育発達科学研
究科紀要 68(2), 95-105

西林 佳人, 田中 淳一, 高橋 眞琴,
津田 英二

児童養護施設入所前における不登校経験 : 施設
退所者のナラティブからの考察

神戸大学大学院人間発達環境学研
究科研究紀要 15(2),211-218
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西田 英子
わが国における乳児院乳幼児のニーズに関する研
究とその問題

児童学研究 : 聖徳大学児童学研究
所紀要 24, 31-40

析分念概の」婦妊クスリイハ的会社「子祥 田新
長崎県立大学看護栄養学部紀要
20, 1-8

題課るけおに応対のへ待虐童児ので場現校学司 田新 教育研究 66, 95-106

緒方 康介
児童虐待統計に基づく加害親像のプロファイリン
グ

大阪大谷大学紀要 56, 77-90

緒方 康介, 籔内 秀樹, 反中 亜弓,
吉田 花恵

児童虐待は犯罪現象か福祉課題か？ —大学生なら
びに専門職の心的表象—

犯罪心理学研究 59(2), 31-42

小倉 常明
感化院千葉県立生実学校の感化教育への取り組み
に関する一研究 ―初代校長村岡菊三郎の感化教
育思想と感化院委託生制度―

東京通信大学紀要 (4), 35-46

大石 千歳
母親はしつけと虐待の境界線をどう認識している
か？：自由記述データの分析により児童虐待の
「しろうと理論」を探る

東京女子体育大学・東京女子体育
短期大学紀要 57, 55-65

大西 将史, 大西 薫
エデュケーショナル・マルトリートメントに関す
る研究の概観 ―概念の定義に焦点を当てた検討
―

福井大学教育実践研究 46, 85-97

大迫 秀樹, 白澤 早苗
児童養護施設における早期からの連続性を持った
心理的ケアに関する実地インタビュー調査研究

福岡女学院大学紀要 23, 23-29

大澤 朋子
児童家庭支援センターの新たな役割としての支援
者支援―感染症拡大下での食支援の取組から―

実践女子大学生活科学部紀要 59,
1-11

岡田 剛
書評　外傷性ひきこもり―日本の複雑性PTSDへの
支援と治療

小児の精神と神経 61(4), 362

小野 真代, 本田 純久
子ども虐待被害と健康関連 QOL との関連に影響
を与えるレジリエンスと保護要因の文献レビュー

保健学研究 35, 11-21

栄 セツコ, 辻本 直子
精神障害のある親とその子どもの生活支援に関す
る文献レビュー

桃山学院大学総合研究所紀要
47(1), 99-114

澤田 美樹
児童虐待をした保護者に対するソーシャルワーク
実践

天理大学社会福祉学研究室紀要
(24), 33-46

瀬地山 葉矢
里親への心理的支援 －アタッチメント理論に基
づく支援を中心に－

日本福祉大学子ども発達学論集
14, 1-9

瀨川 朗, 上田 瑞紀
里親広報啓発活動における一般市民を対象とした
工夫 : 鹿児島県における事例

鹿児島大学教育学部研究紀要 73,
45-73

千田 眞喜子
保育所及び児童養護施設等における避難訓練につ
いて

花園大学社会福祉学部研究紀要
30, 57-67

瀨底 正栄, 浦崎 武
愛着に課題のある子への効果的な支援の在り方
―児童心理治療施設に併設する学校運営の視点か
ら―

琉球大学教職センター紀要 (4),
145-156

塩沢 啓, 西村 剛三, 杉原 佳奈 初診時に虐待を疑った乳幼児熱傷5例の検討 熱傷 48(3), 95-101

白神 敬介, 岡本 和花
特定の家族背景をもつ子どもに対する保育者のイ
メージ

上越教育大学研究紀要 41(2),
285-294

白井 千晶
里親委託の現状と課題 : 里親の共働き、 複数児
受託、アドミッション・ケアに関する里親アン
ケート調査から

人文論集 73(1), 75-87

杉山 登志郎, 堀田 洋, 涌澤 圭介,
和田 浩平, 鈴木 太, 森本 武士, 椎
野 智子, 友田 明美

新たな簡易型トラウマ処理プロトコールによる複
雑性PTSD患者へのランダム化比較試験による治療
研究

EMDR研究 14(1), 56-65

州崎 悦代, 竹村 淳子
児童心理治療施設で生活する子どもの心身の問題
と取り組みに関する文献検討

大阪医科薬科大学看護研究雑誌
12, 71-79

高畑 祐子
つなぐ、育てる、続ける : 施設で育つ子どもの
社会的自立を促すNPO法人の役割

東京家政大学研究紀要１人文社会
科学 62, 31-40

田吹 和美
高等学校家庭科保育分野における児童虐待につい
ての授業の取り組み ―全国家庭科教員への質問
紙調査を基に―

大阪総合保育大学紀要 16, 143-
152

高田 紗英子, 野坂 祐子
トラウマインフォームドな組織作りを促進するた
めのトレーニングに関する文献レビュー : 児童
福祉機関に焦点を当てて

大阪大学大学院人間科学研究科紀
要 48, 35-52

髙橋 有紀
イギリスにおけるドメスティック・アビューズ関
連法制の発展 -日本法への示唆を求めて-

早稻田法学会誌 73(1), 139-191

性能可の法作動床臨るけおに設施療治理心童児樹由 島高 臨床動作学研究 27, 7-12

高砂 浩史, 梶 友紘, 松森 隆史, 小
野 元, 後藤 哲哉, 田中 雄一郎

小児頭部外傷症例に対する虐待判断に関する当院
の取組み：初療より脳神経外科医が関与した症例
の分析

小児の脳神経 47(1), 1-6

高田 豊司
児童養護施設における学習支援上の連携に関する
一考察 －学習支援者としてのボランティア活用
に関する課題－

関西福祉大学研究紀要 25, 65-74

玉井 紀子
学校に求められる児童養護施設に入所する子ども
の支援

日本健康相談活動学会誌 17(1),
9-11

マウラトと離解のもど子究 中田 小児の精神と神経 62(1), 39-48

田中 理絵
書評 山口季音著『児童養護施設の生活環境のダ
イナミクス : 家庭で暮らせない子どもの育ちと
職員の実践』

子ども社会研究 (28), 195-199

田中 惣太郎, 井上 まり子, 山岡 和
枝

小児期の逆境体験を持つ若年女性とリスクのある
性行動の関連性

母性衛生 62(4), 602-609
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田上 幸治, 宮川 有美子
三次医療機関での虐待対応における児童相談所・
警察連携と各機関の役割

日本小児科学会雑誌 126(10),
1416-1423

陶 映雪, 野坂 祐子
性的虐待における秘密主義と無力感の役割 :
Freud, Ferenczi, Winnicott の理論のレビュー
から

大阪大学大学院人間科学研究科紀
要 48, 199-214

トムソン スティーヴン
児童養護施設における子どもの感情調整不全がも
たらすケアワーカーへの影響 : コンテインメン
ト理論の視点からケアワーカー支援の考察

横浜女子短期大学研究紀要 (37),
15-30

徳山 千絵

児童養護施設入所児童が経験してきた支援；入所
する前（プリケア）、入所中の支援（インケ
ア）、自立に向けた支援（リービング・ ケア）
と退所後の生活との関連性についての検証

白梅学園大学・白梅学園短期大学
子ども学研究所 研究年報 27, 34-
35

友田 明美
子ども虐待と脳科学—マルトリートメントによる
脳への影響と回復へのアプローチ—

女性心身医学 26(3), 265-272

友田 明美
招待講演 マルトリートメントが脳に与える影響
と回復へのアプローチ

麻酔 71(増刊), 73-78

友田 明美
市民公開講座 マルトリートメント(マルトリ)が
脳に与える影響と回復へのアプローチ

発達障害研究 : 日本発達障害学会
機関誌 / 日本発達障害学会 編 44
(1), 17-22

辻 京子, 西岡 かおり 児童虐待の実践内容からみた養護教諭の役割
日本健康相談活動学会誌
17(1),16-21

塚越 奈美
子どもの日常生活にみられる移行対象・空想対象
に関する研究 : 幼稚園児の保護者および児童養
護施設職員への質問紙調査からの検討

山梨大学教育学部附属教育実践総
合センター研究紀要 27, 21-31

塚谷 文武
<論考> 現代福祉国家における社会的養護と財政
システム

大阪経大論集 73(3), 41-60

内尾 彰宏
児童虐待防止対策およびヤングケアラー支援の現
況

日本医師会雑誌 151(6), 1042-
1045

上原 正希, 飯浜 浩幸, 小早川 俊哉,
西崎 毅, 藤根 収, 堀川 厚志, 吉江
幸子, 杉本 大輔, 櫻井 美帆子, 大島
康雄, 湯浅 頼佳, 西野 克俊, 畠山
明子

地域における予防・発見・発信機能のシステム構
築への一考察 : 児童虐待防止活動の実践より(第
3報)

星槎道都大学研究紀要 (3), 55-60
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